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１−１ 研究の背景と目的 

 

１．食と農の乖離と産直ビジネス 

 

食と農の乖離が課題として議論されるようになって久しい。戦後わが国では，農村からの

人口移動に伴って発生した都市の旺盛な食料需要に対応すべく，主産地形成と卸売市場を

核とする市場流通システムの整備が政策的に推進された。それは，国民の食料消費生活の量

的な充実をもたらしたものの，結果的に産地と消費地の物理的な距離の拡大や，多段階の流

通を経由することによる生産者と消費者の心理的距離の拡大を生み出し，多くの都市住民

にとって「農」が縁遠いものとなった１）。 

一方で，公害や環境汚染が社会問題化した高度経済成長期後半，所得の安定化が進んだ消

費者の一部からは，生活の根幹をなす「食」に関して，物価高騰に対する不満や出所不明の

農産物への不安が表出し，これらの問題に対する解決策として，生産者と消費者が農産物を

直接取引する産直ビジネスが登場した２）。当初の産直ビジネスは，有機農産物を生産する生

産者グループと安心安全な農産物を求める消費者グループが双方の対等な関係を前提に取

引を行う産消提携や，地域生協を基点として産地との直接取引を行う生協産直などが中心

であり，農産物の交換のみならず人的な交流や関係性の構築を目指すものであった。しかし

ながら，その後，物流の発達や女性の社会進出が進むと，生協は店舗販売の充実に力を注ぐ

ようになり，さらに個別宅配を行う専門流通事業体が登場すると，次第に生産者と消費者の

相互交流は等閑視されるようになった３）。	

こういった経緯の中で，「産直」という用語の意味内容にも変化が見られる。昨今，「産地

直送」や「産地直売」の省略表現として定着した「産直」であるが，当初は「産地直結」の

省略表現として登場している４）。すなわち，産地と消費地が強く結びつくことを意図する表

現であり，具体的には，生産者と消費者の人的な交流が含意されていた。これは産消提携が

掲げた理念や生協の産直原則からも読み取れる。しかしながら，上述のように，店舗販売や

個別宅配，産直通販が隆盛になると，「産直」は市場流通を経由せずに農産物を産地から消

費地へ輸送する「産地直送」を意味する表現と理解されるようになった５）。また，1990 年

代頃から各地で展開される農産物直売所は「産地直売」としての「産直」を象徴する取り組

みである。つまり，時代の変化とともに産直ビジネスが多方面に展開された結果，生産者と

消費者の交流という側面が希薄化し，「産直」は「産地直結」ではなく，「産地直送」や「産
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地直売」の省略表現という認識が一般的になったと見ることができる。 

しかしながら，この 10年前後の間に，ふたたび産直ビジネスに変化の兆しが見えつつあ

る。都市部では，仮説型の産直市であるマルシェが全国的に展開されるなど，コミュニケー

ションを伴う新たな形態の産直ビジネスがにわかに注目を集めている６）。つまり，農産物の

販売のあり方に焦点を当てた「産地直送」や「産地直売」の産直ビジネスだけではなく，か

つての「産地直結」のように，産地や生産者との関係性を重視する新たな形態の産直ビジネ

スが登場しているが，こういった動きの背景には，生産者との交流に再び価値を置くような

消費者ニーズの変化があると考えられる。 

 

２．多様化する消費者のニーズとコト消費 

 

21 世紀の農業農村のあり方を展望し，政策の基本理念を明文化した食料・農業・農村基

本法において，食料の供給は「高度化し，かつ，多様化する国民の需要に即して行われなけ

ればならない。」と定められている７）。すなわち，消費者ニーズの多様化という現実を受け

止め，食料供給はそれに対応することが求められている。実際，低成長が常態化したわが国

の 1 世帯あたり食料消費支出額は 1990 年前後のピーク時と比べて約 2 割の減少となって

おり８），食料消費は量的な充足から質的な充実を求められる時代になりつつある。 

具体的な方策に関する指針としては，2012年に発表された農林水産省「食品産業の将来

ビジョン」において，食品産業事業者は「消費者（ライフスタイル）」，「地域」，「グローバ

ル」の 3つの視座を持って事業に取り組むことの重要性が説明されている。なかでも「消費

者（ライフスタイル）」においては，多様化する消費者のニーズに対して「単なる「物」の

供給ではなく，幅広いライフスタイルの提案として捉え」，「消費者の嗜好の変化や実態等を

正しく認識し，新たな付加価値を生む商品，サービスを開発することが重要な着眼点とな

る」と指摘されている９）。 

また，経済産業省「平成 27年度地域経済産業活性化対策調査（地域の魅力的な空間と機

能づくりに関する調査）報告書」においては，「消費の成熟化が進み、モノやサービスの国

内市場はより厳しいものとなってきている。」と現在の市場環境を捉えた上で，「消費者（買

手）が支払う対価として、機能的な価値を提供するだけでは十分ではなく、より直接的に顧

客が満足感や高揚感を得られる、情緒的な価値を提供することが求められる。」と指摘され

ている。そこでは，「モノ消費」を「個別の製品やサービスの持つ機能的価値を消費するこ
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と」と定義し，「コト消費」を「個別の事象が連なった総体である「一連の体験」を対象と

した消費活動のこと」と捉え，具体的な事例を挙げながら，「モノ消費」から「コト消費」

へと転換してゆくことの重要性が語られている１０）。 

こういった指摘からも明らかなように，現代の食料消費においては，農産物の物質的な価

値のみならず，それに付随する文脈にも価値を見出す消費の質の変化が見られており１１），

食品産業事業者は「コト消費」へ対応してゆくことが一つの重要な課題となっている。中嶋

（2012）が指摘するように，現代の消費には「文脈依存性」が存在するがゆえに，今後は農

業生産への実感と生産者への共感を抱かせるような消費の環境づくりが肝要となってくる

であろう。しかしながら，効率性が要求される市場流通においては「コト消費」への対応は

困難であり，各時代の生産者と消費者双方の要望に応えながらさまざまな形態の活動を展

開してきた産直ビジネスにこそ期待される部分は大きい。そのような中，近年，情報や体験

の共有を通して生産者と消費者がつながる場所や機会（コト）を提供しながら商取引を行う

新たな産直ビジネスが登場し，消費者の支持を集めつつある。これらは，まさに「コト消費」

へのニーズに対応した食料供給のあり方といえよう。しかしながら，そういった「コト」を

提供する産直ビジネスの事業モデルや展開要因には不明な点が多く，運営の実態さえ明ら

かにされていない。 

	

３．研究の目的 

 

以上のような背景と問題意識のもと，本研究の目的は，昨今の消費者ニーズの変化を受け，

食と農の乖離を解消する取り組みとして登場した産直ビジネスに，どのような構造的な変

化が見受けられるのかを明らかにすることである。 

上述したように，現代の食料消費においては，単にモノだけではなく情報や体験の共有と

いった「コト」を求める消費の質の変化が見られており，産直ビジネスはこの「コト消費」

への対応が期待されている。産直ビジネスがこの消費の質の変化に対応していくことは，直

接的には生産者に多様な販路を提供することへの貢献となるとともに，生産現場の情報や

体験の共有を通じた生産者と消費者の交流の増加によって，農山村地域の基盤である農林

水産業の価値の見直しへと発展する可能性をも秘めている。よって，この消費の質の変化を

契機として，先進的な産直ビジネスがどのような事業モデルを構築し，展開しているのかを

明らかにすることは，産直ビジネスのさらなる発展ひいては産地の振興のために重要な意
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義を持つ。 

そこで本研究では，上記の目的の達成のために，基本的な形態としては従来から存在する

サービスでありながらも，「コト消費」に対応する事業モデルを構築し，近年消費者からの

支持を集めている二つの先進的な事例を取り上げ，その事業モデルや運営の実態，展開の要

点を分析した上で，経営学の分野におけるプラットフォームの視点を取り入れながら，両事

例に共通する方向性を抽出した。 

第一の事例は，農産物の流通と情報誌をセットにした「食べる通信」である。基本的な仕

組みは会員制の定期宅配に近い形態であるが，「食べる通信」の特徴は，生産者のライフス

トーリーを伝える情報誌を主たる商品と位置づけ，その生産者が育てた食材を付録として

組み合わせている点にある。第二の事例は，兵庫県神戸市に本社を置き地域連携による飲食

店事業を展開する株式会社Ｗ（以下，Ｗ社）である。Ｗ社の飲食店は，外形的には従来の郷

土料理店と大差がないように見えるが，産地の多様な主体と連携することで，旬の食材を仕

入れるとともに産地特有の情報を発信し，都市部の消費者に食を通じて郷土の体験を提供

するアンテナショップとしての機能も果たしている点が特徴的である。定期宅配と飲食店

という形態の違いによって一見大きく異なる二つの事例であるが，生産者と消費者をつな

ぐという共通の理念を持ち，「コト消費」に対応すべく従来のサービスとは異なる取り組み

方で消費者の支持を集めている点においては共通の産直ビジネスである。 

これら二つの事例を対象として，具体的には次の 3 つの研究課題の解明に取り組む。一

つ目は，多様な主体と連携しながら全国的に展開することを可能とした事業モデルの特性

と要点を明らかにすることである。二つ目は，具体的な運営の仕組みや生産者と消費者の関

係性の実態を明らかにすることである。これらの結果を踏まえ，三つ目には現代の消費者の

ニーズに対応する産直ビジネスとして，両事例がどのような共通性を持つのかをプラット

フォームの視点から明らかにする。そして，これら 3つの課題の解明を通して，消費の質の

変化に対応する産直ビジネスがどのような構造的な変化を見せ，それがどのような社会的

意義を持つのかを論じ，産直ビジネスの将来を展望する。 
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１−２ 先行的な研究と本研究の位置付け 

 

１．先行研究 

 

本研究は産直ビジネスを対象とするものであり，産直研究の系譜に位置付けられる。しか

しながら，個別の事例に関しては，多様な主体の連携による事業運営という点で農商工連携

の議論と重複する部分もあり，とりわけＷ社の地域連携事業に関しては，農業と外食産業の

連携に関する研究成果の上に分析を進めている。本節では，それぞれの分野における研究成

果を振り返り，最後に本研究の位置付けを示す。 

 

（１）産直論 

1960年代後半，産直という概念が実践を伴って社会に登場すると，既存の流通システム

に変革をもたらす存在としての期待から，数々の研究者による多方面からの分析が始まっ

た。まず，産直の流通過程に注目して議論を展開したのが，秋谷（1973，1978），岡部（1978，

1988）である。秋谷は既存の市場流通に対抗する存在として産直を捉え，岡部は卸売市場

流通の欠陥を補完する存在として産直を位置付けた。これに対し，生産者の側から地域農業

振興の手段として産直を分析した梅木（1988）は，主産地形成と共同販売の限界を克服す

る存在として，多品目多元的市場対応の産直を評価している。 

一方，有機農業運動の一環として産直を把握しようとしたのが保田（1986），足立（1989）

である。両者ともに生産者と消費者の相互理解や相互交流を重要な要素として実践する産

消提携は従来の産直とは異なるものとし，保田は流通における生産者の主体性の発揮にそ

の意義を見出している。また，産直の事業部分よりも運動部分に注目したのが竹中（1981），

宮村（1990）である。竹中は，産直は単なる物流効率の追求ではなく生活の論理追求のため

の戦いであるとし，宮村は産直を日本特有の食糧運動の一形態と捉え，運動論を展開した。 

その後は，上述の産消提携をはじめとして，さまざまな実践が社会に浸透したことから，

個々の事例をそれぞれの角度から分析する実証的な研究の蓄積が進んだ。 

産消提携に関しては，有機農産物の価格と産消提携の継続要因を分析した波夛野（1992），

産消提携の多様化とその継続条件を実証的に分析した波夛野（1994），多様化した流通機構

における意義と役割を組織面から考察した金川（2003）らの研究がある。 

生協産直に関しては，市場利用型産直や拡張的運用の実態を明らかにした田中（1994）
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や大木（1994），需給不均衡下の調整問題を分析した大浦・平泉（1997）や野見山（1998），

生産者と消費者が同一組織内で協同する産消混合型協同組合論を提唱した河野（1998），青

果物のクレーム管理について分析した野中他（2004）や磯島他（2004），価格形成方法の実

態を明らかにした松原（2016）らの研究がある。 

専門流通事業体による産直に関しては，急成長する専門流通事業体の実態を明らかにし

た桝潟（1992），事業を維持・発展させるための経営戦略を考察した左海・高橋（2000），

有機農産物の宅配事業に取り組む代表的な３社を比較分析した鄒他（2009）などの研究が

見られる。 

さらに農産物直売所に関しては，交流の場としての可能性や効果，その意義に言及した櫻

井（2001）や細谷・小野寺（2006）や大西・小沢（2007），成長段階と組織形態および運営

方法の関係性について論じた新開（2003），販売主体の違いによる生産者と消費者の距離の

相違について分析した大西他（2006），農産物直売所におけるマーケティング戦略の構築法

を論じた駄田井他（2007），農産物直売所と伝統的な「市」の違いを明らかにした大西他

（2008），「出張直売」活動の実態とそれ以外の店舗外販売活動を調査した室岡（2013，2014）

らの研究がある。 

近年では，生産者が自らの農産物や加工品を都市部で販売するファーマーズマーケット

やマルシェに関する研究として，マルシェの担い手の役割を分析した豊嶋他（2015），ファ

ーマーズマーケットの意義や役割について論じた佐藤（2017）や水野他（2017）がある。 

また，活動形態別の分析ではなくダイレクト・マーケティングの一種として産直を捉え，

産直を志向する消費者の特徴を定量的に分析した藤島・岩崎（2010）や，地域を対象に有機

農産物流通のチャネル多様化を分析した尾島他（2013）では，複数の形態の産直が並列的

に登場している。ただし，産直商品の使用価値に着目し，産直流通の流通機構としての独自

性を論じた野見山（1997）の研究以降，横断的な研究はほとんど見られていない。 

 

（２）農商工連携に関する研究 

農商工連携に関しては，2008年の農商工連携促進法の施行以降，特に研究の蓄積が進ん

だが，農業と食品関連産業の連携の必要性についてはそれ以前より論じられていた。なかで

も，主体間関係論をベースにフードシステムの観点から現状や課題を把握する研究が豊富

に行われた。 

齋藤（2003）は食と農の距離の拡大による主体間のミスマッチを課題としながらも，食
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品企業と産地が情報を共有しながら新しい価値連鎖（バリューチェーン）を構築することの

可能性を指摘した。櫻井（2010）は，国が発表した「農商工連携 88選」を連携のタイプ別

に分類し，工業部門との連携に比べて商業部門との連携が少ない点を課題として指摘した

上で，工業部門との連携においても単なるモノづくりにとどまらず，消費者に産地やその地

域の多様な魅力を伝えることの重要性を論じた。また，斎藤（2009）は食品関連企業と農業

の提携の深化の様子が資本出資や直営農場の設置に見られるとし，提携における食品関連

企業の本来の役割は，最終的に農業サイドの成長と自立を促すことにあるとした。このよう

に，さまざまな角度からの研究がある中で，連携による生産者と消費者の接近を念頭に置い

たものとしては，消費者の視点に立った連携関係の構築の重要性とその課題を指揮した鴻

巣（2003），大手の中食・外食企業の事例を取り上げ，食品企業による農業との連携強化の

あり方を論じた高城（2007），連携の進化過程を産業クラスター及びナレッジマネジメント

の視点から整理した堀田（2010），食と農をつなぐイノベーションをバリューチェーンの構

築や地域再生のための戦略として提示した斎藤（2014）などがある。 

さらに，農業の連携対象として外食産業を取り上げたものとしては，斎藤（2000）が，外

食企業・食品メーカーと産地の提携に関して，直接的な産直関係とコーディネーターを介在

させた取引の 2 種類が存在するとし，担い手となる生産者のタイプと今後の課題を整理し

ている。そのほか，大手外食チェーンと農事組合法人の提携内容を詳細に分析した齋藤

（2003），外食企業と産地のマッチングの実態を調査した齋藤・清野（2010），外食企業が

生産者と連携することによるメリットを明らかにした伊藤（2012），フードサービス業と産

地の連携をバイヤーの機能面に着目して分析した齋藤・清野（2014，2015）などが見られ

るが，多様な主体の連携という着眼点での研究は行われていない。 

	

２．本研究の位置付け 

 

消費の質の変化に対応した産直ビジネスの構造的な変化の解明は，前節で述べたように

農林水産業の価値の見直しや農山村地域の振興に寄与するものであり，社会的に意義があ

る。しかしながら，産直ビジネスの近年の動向については，個別の取り組みに関しての実態

把握は行われているものの，産直ビジネスの変容に対する意味づけや，時代の要請に応える

産直ビジネスの設計といった総括的な議論はほとんど行われていない。その点において，本

研究は産直研究の延長線上に位置するものの，産直ビジネスの事業モデルとしての特性に
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着目し，先進的な事例の分析を通して，昨今の産直ビジネスに見られる構造的な変化を明ら

かにしたことに独自性がある。また分析に際して，プラットフォームの視点を取り入れたこ

とも大きな特徴である。なお，全国的な広がりに反して，未解明の部分の多い先進的な事例

の事業モデルや運営の実態，展開の要点を明らかにしたことにも一定の意義を見出すこと

ができる。 

	

３．概念の規定 

	

（１）産直ビジネス 

本研究における産直ビジネスは，市場外流通のうち，食品加工業者が原材料仕入の一環と

して取り組む直接契約取引を除く範囲をその対象としている。これは，野見山（1997）が表

１−１のように整理して定義する「広義の産直」と同じ対象範囲である。つまり，生産者の

取引相手は流通業者や小売業者，消費者などさまざまであるが，最終需要者である消費者に

とって顔の見えることを目指した直接取引を対象としている。なお，産直は誕生の経緯から

して一つの事業であると同時に社会変革を目指す活動としての側面を有しており，とりわ

け後者を強調する際には産直運動と称されることもあるが，本研究においては，事業として

の産直に焦点を当て，その事業モデルの構造的な変化を解明することを目的としている。そ

れゆえ，本研究においては運動論としての産直への言及は最小限にとどめ，現在さまざまな

形態へと発展した事業としての産直を広く「産直ビジネス」と捉えた上で議論を進める。 

表１-１ 産直ビジネスの範囲 

 
 

資料：野見山（1997）を参考に筆者作成 
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（２）プラットフォーム 

第 7 章において詳述するが，本研究においては，國領（2011）の「多様な主体が協働す

る際に，協働を促進するコミュニケーションの基盤となる道具や仕組み」という定義を援用

する。それは，國領の研究が個別の製品や産業の枠を超え，対象とする領域が広いことに加

え，従来の研究にはない設計変数を取り扱っているためである。今後も消費者の変化に伴っ

て対応が求められる産直ビジネスにおいて，時代の変化に対応した事業モデルを構築する

観点からはこの設計変数を用いた分析が最適と考えたからである。 

 

	

１−３ 研究の方法 

	

以上のような課題と目的に対し，本研究は次のように分析を進める。まず，本研究におい

て鍵概念となる産直ビジネスに関する既存の研究を整理し，本研究が対象とする産直ビジ

ネスの課題を明確化する。その上で，二つの先進的な産直ビジネスを取り上げ，実証的な研

究を行う。具体的には，「食べる通信」と「Ｗ社の地域連携事業」である。これらの事業モ

デルや運営の実態，展開の要点を明らかにした上で，もう一つの鍵概念であるプラットフォ

ームの視点から両事例を比較分析することで「昨今の消費者ニーズの変化を受け，産直ビジ

ネスにどのような構造的な変化が見受けられるのかを明らかにする」という課題への接近

を図る。 

調査の概要は，表１−２に示した通りである。本研究は先進的な事例を対象とした探索的

表１−２ 調査の概要 
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な要素の強い研究であるため，定性的な調査を中心に行い，一部，定量的調査を実施するこ

とで議論を補強した。定性的調査は各事例において実施した 4 度の聞き取り調査であり，

定量的調査としては「食べる通信」の各地域の編集長に対してアンケート調査を実施してい

る。また，筆者の実践から得られたデータも第 4章にて活用している。 

	

	

１−４ 研究の構成 

 

１．研究の構成 

 

本研究は，図１−１の通り，第 1章から第 8章で構成されている。 

第 1 章では，食と農の乖離を解消すべく登場した産直ビジネスとわが国の消費の質の変

化に触れ，研究の背景にある問題意識，目的と方法について述べている。第 2章は，本研究

の鍵概念である産直ビジネスに関して基礎的な考察を行う。産直ビジネスの登場からこれ

までの動向を確認するとともに，各取り組みの課題を明らかにし，本研究の議論の方向性を

明確化する。 

その後，第 3章から第 6章で詳細な事例分析を行う。前半の第 3章と第 4章は「食べる

通信」に関する章である。第 3 章では，各地域の編集長への聞き取り調査から「食べる通

信」の仕組みや事業モデルの特性を明らかにした上で，アンケート調査をもとに「食べる通

 

図１−１ 本研究の構成 
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信」が全国に展開する上での要点について考察を行った。つづく第 4章では，事業運営や関

係主体の交流の実態を明らかにするために，「兵庫食べる通信」と「四国食べる通信」を事

例として取り上げ，生産者と消費者の交流実績や収支構造について詳述した。 

第 5章と第 6章は「Ｗ社の地域連携による飲食店事業」に関する章である。第 5章では，

地域連携型飲食店の特性について述べたあと，土佐清水市，青森県，山陰地方との連携を各

主体の主体間関係に着目しながら比較分析し，複数の地域に展開した要点について分析し

た。第 6章では，Ｗ社と土佐清水市の連携事例を取り上げ，運営の仕組みや連携の過程，各

主体の役割分担を明らかにし，地域連携を実現する上での要点を論じている。 

第 7章では，「食べる通信」と「Ｗ社の地域連携による飲食店事業」をプラットフォーム

の設計の視点から比較分析する。まず，プラットフォームに関して，これまでの研究の変遷

を概観し，國領の定義と設計変数を用いる理由を明らかにした上で，両事例がプラットフォ

ームとして機能するためにどのように設計されているかを分析する。以上を受けて，第 8章

はまとめの章として，本研究で得られた知見から，近年の産直ビジネスに見られる構造的な

変化について言及し，その変化がもたらす社会的意義，生産者と消費者にとっての意義を論

じ，今後の展望を示す。 

本研究の 3つの研究課題との対応では，第 3 章と第 5 章において，一つ目の両事例の事

業モデルの特性と展開の要点を明らかにし，第 4 章と第 6 章で，二つ目の運営や主体間関

係の実態を明らかにする。そして，それらの結果を踏まえた上で，第 7章で三つ目のプラッ

トフォームとしての共通性を論じている。 

 

２．既報論文 

 

本研究は，すでに各学会において発表した以下の論文に加筆修正を加え，博士論文として

No bB���! 8<V
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とりまとめたものである。既報の論文と対応する章は上記の通りである。なお，第 1章，第

2章，第 4章および第 8章は，本論文を構成するにあたり新たに執筆したものである。 

 

 

【注】 

１）主産地形成と卸売市場制度に関しては，物流面でも制度面でも膨大な研究の蓄積があるが，

「食」と「農」の乖離という言葉を用いてその実態と課題に言及したものに日和佐（2001）。 

２）生産者と消費者の直接取引の成立過程を論じた研究も数多くあるが，産消提携，専門流通

事業体，デパートやスーパーでの取り扱いなどの分析を通して，有機農産物の流通の多様

化を詳細に論じたものに桝潟（1992）。 

３）野見山（1997）は，この傾向を産直理念の希薄化，流通第一主義として批判している。 

４）秋谷（1978）や食糧の生産と消費を結ぶ研究会（1984）による「産地直結」をタイトルと

する書物を始め，1970年代の文献ではほぼ全て「産直」は「産地直結」の省略表現であっ

た。 

５）坂爪（1992）においては，60年代から 70年代前半の典型的な取引，すなわち「産地直結」

の省略表現として「産直」が使用されるとともに，「産地直送」という表現も同一論文中に

登場している。 

６）豊嶋他（2015）によれば，2009年度より国が実施した「マルシェ・ジャポン・プロジェク

ト」をきっかけとしてマルシェが全国的な展開を始めた。 

７）1999年に制定された「食料・農業・農村基本法」の第二条３項を参照。 

８）総務省「家計調査」（全国・二人以上の世帯の 1世帯あたり 1か月間の食料消費支出）より。 

９）農林水産省「食品産業の将来ビジョン」（2012）参照。 

１０）経済産業省「平成 27年度地域経済産業活性化対策調査（地域の魅力的な空間と機能づく

りに関する調査）報告書」（2015）参照。 

１１）中嶋（2012）は，戦後から現代に至るまでのわが国の消費のあり方を「支出額の大小」

と「選択肢の多少」の２つの軸で分け，現代の消費は「選択肢が多くありながら，支出額

の少ない」ネオポストモダン期にあると指摘した。ネオポストモダン期の消費者は、安い

商品を好む傾向にあるが，価値あるものと認めたならば高価格のものでも納得して購入す

る。こういった状況によって価値判断が異なる性質を消費における「文脈依存性」という。 
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２−１ はじめに 

 

第 2 章では，本研究の鍵概念となる産直ビジネスに関する議論を整理する。まず第 2 節

において，用語やその用語が意味する実践活動の変遷を概観するとともに研究の動向につ

いて論じ，続く第 3節では各産直ビジネスの課題について触れる。その上で，最終節におい

て本研究の議論の方向性をとりまとめる。 

 

 

２−２ 産直ビジネスの変容と研究の動向 

	

産直という用語がその実践とともに登場したのは 1960年代後半である。その後，およそ

半世紀の間に産直はさまざまな形態の実践活動を表現する用語として用いられてきた。ま

た，それと同時に「産地直結」「産地直送」「産地直売」などの短縮語としても用いられてき

た。それゆえ，学術面においても各々の論者によって産直の意味する内容と範囲に差が生じ

ていることから，本研究を進めるにあたっては，いま一度，産直に関する実践と研究を整理

する必要がある。そこで，本節において，まず産直の登場から現在に至るまでの取り組みの

変遷を時代背景とともに確認する。なお，産直は誕生の経緯からして一つの事業であると同

時に社会変革を目指す活動としての側面も有しており，とりわけ後者を強調する際には産

直運動と称されることもあるが，本研究においては，事業としての産直に焦点を当て，その

事業モデルや運営の実態および展開の要点を分析することを目的としている。それゆえ，本

章においても運動論としての産直への言及は最小限にとどめ，現在さまざまな形態へと発

展した事業としての産直を広く「産直ビジネス」と捉えた上で議論を進める。 

1960年代後半，消費者物価の高騰や卸売物価との乖離に対して市場流通システムに不満

や不信感を抱いた消費者の中から産直の実践は始まった。当初の産直においては，経費削減

のための中間流通の排除が主たる目的とされたが，その後，高度経済成長の終焉とともにわ

が国が安定成長の時代に突入すると，急成長のひずみとも言える環境汚染問題が顕在化し，

一定の所得を確保するようになった消費者の一部から，安心安全な食を積極的に求める動

きが見られるようになった。一方，農山村においても，農薬による自身の健康被害を問題視

する生産者の中から自発的に有機農業に転換する者が現れるようになり，これらの生産者

は市場に流通する規格品とは異なる商品価値を持つ有機農産物を販売するために，その価
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値を認める消費者を確保することが必要とされた。こういった都市と農村，双方の要望に応

える実践活動として登場したのが産消提携であった。 

このようにして社会に登場した産直を研究対象として分析した初期の論者が秋谷や岡部

らである。秋谷（1984）は，産直の可能性と限界を論じる際，「中央卸売市場を経由せず，

セリ取引を原則としない，従来の支配的な流通方式に対して対抗力を発揮しようとの意図

のもとに開発される流通方式」を産直と定義し，その上で，契約に基づく計画的な仕入れ管

理によって資本と労働の配分が合理化され，トータルコストが節約される分が，物価高への

対抗となるとした。 

岡部（1978）は，そもそも市場流通商品と産直商品は異なる性質の商品であるとし，産直

を市場流通の対抗と捉えるのではなく，市場流通を補完する機能にこそ存在意義があると

指摘した。そして，このような市場とは異なる性質の農産物を流通させるためには，生産者

と消費者の合意および情報交換が必要であるとし，産直を「生産者（およびその団体・農協）

と消費者（およびその団体・生協）と直結取引にすべき」と論じた。岡部は，産直の第一目

的は生産者・消費者相互の人間的連帯の回復にあると主張する。 

一方で，より生産者に近い立場から産直について論じたのが保田（1978）である。当時，

近代農業の発展過程で浮上した農薬問題に対処するために有機農業運動が広がりつつあっ

たが，保田はその運動の一環として産直を捉えている。その立場からは，有機農業で生産さ

れた農産物を評価する市場がない以上，消費者との直接的な取引でしか流通が成立せず，そ

こに産直の存在意義があるとした。1980年代には産直の実践例が大きく増加したが，当初

目的とされた中間流通の排除が容易ではないことが認識され始めたこともあって，産直の

目的として農産物の安全性の確保や生産者と消費者の関係の回復により重点が置かれるよ

うになったと佐藤他（1996）は指摘している。 

しかしながら，1980年代後半になると，産直が消費者からの強い支持を集めた結果，農

産物の量的な確保の問題が浮上し，その課題の解決のために組合間協同や卸売市場を利用

した産直が登場した。さらには，新たな物流形態として個別宅配が普及し始めると，各戸へ

の宅配を売りとする専門流通事業体が大きく事業規模を伸ばすといった動きが見られるよ

うになった。このように効率性を求める声に応じながら規模の拡大を進める過程では，生産

者と消費者の相互交流を目指すという産直の理念と現実が乖離する現象も見られるように

なり，またその頃には，百貨店などでも産地直送品として有機農産物を販売する売り場が登

場するなど，実践としての産直が多様化した結果，産直論も多岐に渡ることとなった。 
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その後，1990年代から各地で取り組みが始まり，2000年代に急速に成長し，現在でも事

業規模の拡大が続いているのが農産物直売所である。新開（2003）によれば，各地で急速に

直売所の設置数が増加した背景には，生産者の高齢化や兼業化に伴い，従来の共販−市場出

荷のみならず，多様な販路の一つとして，農協が直売所の整備に乗り出した点が挙げられ

る。農産物直売所は消費者が自ら産地に足を運び，農産物を購入する形態であり，それまで

の「産地直送」とは異なる，「産地直売」としての産直である。旬の農産物を新鮮かつ低廉

な価格で販売する農産物直売所は，BSE 問題や食品偽装問題を受けて高まった安心安全で

顔の見える農産物へのニーズと，地産地消の推進が相まって，飛躍的にその数を伸ばした。 

2010年以降，全国各地で開催されるようになったマルシェは，都市地域における仮設型

の直売市と言える。豊嶋他（2015a，2015b）は，国が 2009年度より実施した「マルシェ・

ジャポン・プロジェクト」がきっかけとなり，農家とのコミュニケーションが楽しめ，適正

な価格で安心安全な農産物を日常的に購入できる，都市における新しいタイプの「農」に関

する取り組みとして全国に広がったと指摘している。また，従来までの農村地域や都市近郊

地域の朝市とは異なり，これまでの農業関連団体とは異なる業種の参画を促した点も高く

評価している。 

以上が産直ビジネスの大きな流れである。このように産直ビジネスは半世紀の歴史の中

で，さまざま形態を生み出してきた。大木（2009a，2009b）は，こういった消費者，生産

者それぞれの時代の要請に応える形で，新しい生産・流通・消費のムーブメントとして産直

が発展したと論じている。産直論に関して言えば，1970〜80年代は，秋谷や岡部などによ

り，市場流通に対する産直の意義づけが活発に議論され，豊富な研究の蓄積がなされた。

1990年代には，流通量と流通圏の飛躍的な拡大に伴う産直理念の希薄化や流通第一主義に

対する警鐘を鳴らした野見山（1997）の研究が見られた。しかしながら，2000 年以降は，

個別の事例を取り上げた研究が中心となり，各形態の産直ビジネスにおける価格の決定方

法や消費者の類型化，産地の供給力強化などの詳細な分析は行われてきたが，構造的な変化

を捉える研究は殆ど見られていない。 

 

	

２−３ 各産直ビジネスの課題 

 

1970年代，産直ビジネスの原初的な形態として産消提携は，生産者と消費者の双方の対
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等な関係が前提として成立していた。産消提携では，単なる経済的交換を超えた生産者と消

費者の関係性構築を目指して，現状を克服するための理念や行動指針が提示され，農産物の

全量買取や援農が具体的な行動計画として実践された。しかしながら，1980年代に入ると，

新たな担い手への拡大を果たせず，運動としての限界を迎えたことが櫻井（2003）など，の

ちの研究者によって明らかにされている。金川（2004）によれば，産消提携の消費者側の活

動数の減少は，活動を支えて来た女性のボランティアの有職率が高まり，世代交代が進まな

かったことなどに起因している。金川は続けて，産消提携においては「援農」を不可欠の要

件とし，生産者は自ら配送することが義務づけられたが，このような関係が担当者やリーダ

ーの固定化を招き，理念に忠実であればあるほど生産者への負担も重いものとなったと指

摘している。 

地域生協は，1960 年代後半から 1970 年代に地方中核都市を中心に全国に拡大したが，

その成長を支えたのが共同購入事業，いわゆる生協産直であった。生協産直は，生産者グル

ープや農協と直接取引することにより安心安全を担保し，市場流通商品とは異なる産直商

品を流通させることで，消費者からの大きな支持を得た。しかしながら佐藤（1996）は，90

年代に入り共同購入事業の伸びが逓減する中，大手小売り業者に対する競争力強化のため

に生協が店舗事業の拡大に注力すると，それに伴って生産者と消費者の関係が希薄なもの

となったと指摘している。山本（2004）も，生協の交流事業は 1980年代がピークであった

と論じている。直近では，石川（2007）が，産直に関する組合員の声を生産者に直接届けた

り，生産者の声を組合員が直接聞くことができないことを生協産直の諸問題の一つとして

挙げ，新しい産直システムとして，効率性を重視する職員主導型と民主制を重視する組合員

主導型の二つの型が並存する複線型産直を提起している。 

また，専門流通事業体による産直通販は消費者ニーズに対応した新たなモノの流れを形

成し急速に発展したが，一方で，中安（1998）はモノの流れ，カネの流れに重点をおいたも

のか，ヒトの交流を重視するかによって産直にも意味合いに差が生じていると論じ，同時期

に，都市消費者の中で，生協等への全面依存から都市農村交流を掲げた個別参加型の交流が

増加し始めている点を指摘している。つまり，この時期には，利便性の高い産直通販によっ

て農産物（モノ）を得て，都市農村交流によってヒトの交流を実現するといった，モノとヒ

トを分けて考える動きも見られ始めたと考えることができる。 

直売所に関しては，新開（2003）が論じたように，主に生きがいを創出する農村振興策と

しての効果が期待され，高齢農業者や女性農業者に市場を提供し，市場出荷に不向きな規格
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外品の販売を可能にする効果や消費者との交流活動が評価されてきた。しかしながら，直売

所においても，大規模化が進むにつれて，専従の担当者をレジに置き，生産者が直接販売す

る機会は減り，消費者との距離が拡大する傾向にあると飯坂（2007）は指摘している。 

すなわち，いずれの産直ビジネスにおいても，需要の拡大に伴う事業規模の拡大や消費者

のライフスタイルの変化，また生産サイドの担い手の変化によって，生産者と消費者の交流

が希薄化する傾向が見られた。たしかに，消費者ニーズの変化への対応に加え，需給調整の

面からも広域化は合理的であり，大規模化は経済的であると言える。しかしながら，流通効

率化のために必然的に中間流通業者を介在させるような広域流通では，地理的・時間的な距

離の拡大に伴って生産者と消費者の交流が疎遠にならざるを得ず，当初の産直ビジネスが

志向していた経済的交換を超えた生産者と消費者の関係性の構築は等閑視されるようにな

っていった。この点を捉えて，野見山（1997）は産直が流通第一主義に陥りつつあると指摘

したのである。 

 

 

２−４ まとめ 

 

以上，産直ビジネスの動向と産直研究の変遷を確認した上で，各産直ビジネスの課題を整

理してきた。上述したように，従来の産直ビジネスは社会情勢の変化や科学技術の進歩によ

る消費者ニーズの変化に対応しながら多様な形態を展開させてきたが，いずれの事業にお

いても広域化や大規模化に伴って生産者と消費者の交流が希薄化するという共通の課題が

指摘されていた。しかしながら，第 2節で述べたように，近年においては都市部において開

催されるマルシェのように生産者とのコミュニケーションを重視する取り組みにも再び注

目が集まりつつある。それでは，産直ビジネスの原点である「生産者と消費者をつなぐ」と

いう理念を体現しながら，情報や体験の共有といった「コト消費」へのニーズに対応し，新

たに支持を集める産直ビジネスにはどのような特徴があるのだろうか。次章以降では，より

具体的にその構造的な特徴を把握するために二つの先進的な事例を取り上げ，事業モデル

や運営の実態，展開の要点を詳細に分析することで，産直ビジネスにおいてどのような変化

が見られているのかを明らかにしていく。 
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「食べる通信」の事業モデルの特性と展開の要点 
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３−１ はじめに 

 

	 本章と続く第 4章では，先進的な産直ビジネスの一つと考えられる「食べる通信」の事業

モデルの特性と展開の要点，および運営の実態を明らかにする。まず本章では，「食べる通

信」のサービスの概要，仕組みを確認した上で，各地域の運営代表者である編集長への質問

票調査をもとに展開の要点を考察する。 

 

１．背景と目的 

 

都市化の進展に伴い，食と農の乖離が問題となる中で，生産者と消費者をつなぐという課

題に対して，「産消提携」や「地産地消」をはじめとするさまざまな運動や取り組みが具体

的に展開されてきた１）。しかしながら，消費者ニーズが多様化する中では，生産者の特性に

応じた仕組みが更に多様に存在することが望まれる。また同時に，そうした仕組み自体が，

持続可能なビジネスとして成立していることが求められている２）。 

	 そのような中，生産者と消費者をつなぐ新たなビジネスとして登場した「食べる通信」が

全国的な広がりを見せている。その特徴は，食材の流通と情報誌をセットにしている点と，

SNS やイベントを通して，生産者と消費者をつなぐことを目指している点である。類似の

定期宅配との大きな違いは，情報誌や SNSなどのメディアとしてのサービスが主で，農産

物が従というように，これまでの流通とは主従を逆転させているところにある３）。 

そこで本章では，この「食べる通信」の仕組みを概観した上で，「食べる通信」が全国各

地に拡大している要因を明らかにすることを目的とする。まず，第 2節において「食べる通

信」のサービスの仕組みを説明したのち，第 3節で各地域への展開を整理し，第 4節では，

質問票調査の結果をもとに，各地で「食べる通信」を立ち上げた運営代表者（「編集長」と

呼ばれる。以下，編集長とする。）の創刊における意向や，障壁となった課題を分析し，そ

の展開の要点を考察した。 

 

２．調査の方法 

 

全国展開の要因を探るため，2017年 4月に開催された「日本食べる祭り」に参加した編

集長や各地域の「食べる通信」を統括管理する一般社団法人日本食べる通信リーグ（以下，
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（一社）リーグ）の事務局スタッフへ聞き取り調査を実施した。加えて，各地域の編集長を

対象に，創刊に至る経緯や運営システムに対する評価を，質問票を用いた対面調査で尋ね

た。質問票調査の主な質問項目は，①「食べる通信」の認知経路や共感したコンセプト，②

創刊の目的，③創刊に向けての障壁と統括組織が果たした貢献等である。回答は，2017年

4月現在，全加盟 37地域のうち，当日参加した 20の全ての編集長から得た。 

 

 

３−２ 「食べる通信」の仕組み 

 

１．サービスの概要 

 

「食べる通信」は、食材と情報誌をセットにした会員制の定期購読誌である。農業や漁業

など，地域で主に一次産業に携わる生産者を取材し，彼（彼女）らの想いや生きる姿勢を詳

細に伝える冊子をつくり，その生産者が育てた食材を付録として合わせ，全国の消費者（「購

読者」）に届けている。いわば「食べもの付き情報誌」であり，「食べる情報誌」と呼ばれる

こともある。加えて，情報誌を読み，食材を食べたあとに，生産者と購読者や，購読者同士

が何らかの形で交流することを「食べる通信」は重要視しており，そういった場や機会を提

供している。具体的には，Facebook 等の SNS を積極的に活用し、生産者と購読者が直接

やりとりできる会員限定のグループを Facebook上に設けることに加え、生産現場を訪問す

るツアーを企画するなど、多方面から両者の交流を促している。このコミュニティ形成の重

視が，食材と情報誌をセットにしたことと並ぶ「食べる通信」の大きな特徴である。 

購読者にとっては，図３−１のように，①情報誌を「読む」ことで，生産者のこだわりや

生産哲学，また食材の裏側にある生産背景を深く学び，その後，②誌面に掲載されているレ

 

図３−１ 「食べる通信」のサービスフロー 

読む

•誌面で、生産者の
哲学や食材の裏側
にある背景を深く
学ぶ。

食べる

•誌面にあるレシピ
を参考に、届いた
食材を使って自ら
の手で調理する。

つながる

•SNSグループでレ
シピを交換したり、
生産者へ感謝の言
葉を伝える。
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シピなどを参考にしながら，産地直送の食材を自らの手で調理して「食べる」ことができる。

さらに，③SNS やイベントを通して，生産者や同じ購読者と「つながる」ことができ，生

産者に直接感謝の言葉を伝えることや，購読者同士でレシピを交換するという楽しみを味

わうことができる。こういった「読む」「食べる」「つながる」の一連の体験を商品として提

供する「食べる通信」であるが，書店等での取り扱いはなく，申し込みは主にホームページ

を通じてオンラインで行われている４）。また，定期購読誌として発行されているが，契約は

一年や半年単位の売買契約ではなく，発行のたびに決済が行われる。よって，継続的な購読

を前提としつつも，入退会のタイミングは購読者の自由な判断に任されている。 

 

２．「食べる通信」の事業モデル 

 

上述したような，「読む，食べる，つながる」の一連の体験サービスを提供するのが，「食

べる通信」の運営母体となる各地域の「編集部」である。編集部は，サービスのそれぞれの

段階において，3 つの機能を果たしている。すわなち，「読む」段階では，生産者の開拓か

ら情報収集，および誌面の編集機能を果たし，「食べる」段階においては，生産者との交渉

により食材を仕入れ，適切な状態で届けるための集出荷や梱包作業等を含む食品流通の機

能を果たし，「つながる」段階では，生産者と購読者の円滑な交流を促すコミュニティ運営

者の機能を果たしている。 

これらを「食べる通信」の編集部を中心に表したのが図３−２である。まず，編集部が取

 

図３-２ 「食べる通信」の事業モデル 

資料：聞き取り調査等を元に筆者作成 
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材をもとに誌面の編集作業を行い，印刷会社を通して情報誌を作成する。その後，特集した

生産者から食材を仕入れ，情報誌と食材をセットにして送り届けることで「食べる通信」と

いう一つの商品が完成する。「食べる通信」では，旬の農産物や海産物を扱うケースがほと

んどであるが，多くの場合，編集部が生産者のもとを訪れ，梱包や出荷準備を行なっている。

発送の準備が整えば，運送会社に集荷を依頼し，産地から全国の購読者へと直送する。この

商品の対価が購読料である。 

 

３．「食べる通信」の収支構造 

 

これを編集部の収支構造の面から見ると，表３−１のような構造となっている。収入側に

は事業の根幹となる購読料と，増量やオプション注文にもとづく売上が計上される。加え

て，生産者と消費者の交流を促すためのイベントやツアー企画から発生する収入もあるが，

これらの主たる目的はコミュニティの活性化を図るものであり，現状大きな収益を生むよ

うな価格設定はなされていない。一方，支出側には情報誌の制作にかかる印刷代，食材の仕

入れ原価，梱包のための資材代，購読者への配送料が，商品の発送に伴って変動費として計

上される。加えて，売上の 8%を統括組織である（一社）リーグにロイヤリティとして支払

っている。この 8%の中には，クレジットカード決済の手数料も含まれる。固定費としては，

主に誌面制作に携わるライターやカメラマン，デザイナー等に支払う業務委託料，取材に伴

う交通費，スタッフの人件費などが計上される。そして，この収入と支出の差額が編集部に

表３-１ 「食べる通信」の基本的収支構造 

 
資料：聞き取り調査より，筆者作成 

(

)
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残る利益となる。 

 

４．リーグ制と統括組織 

 

現在，「食べる通信」はリーグ制を採用しており，全国各地に存在する「食べる通信」を

統括するのが，一般社団法人日本食べる通信リーグ（以下，（一社）リーグ）である。図 3−

３にリーグ全体の運営体制を示した。図にあるように，共有することでコスト削減やノウハ

ウ蓄積につながる決済システムの提供や商標管理を（一社）リーグは行っている。各通信は

それに対して，売上の 8%（クレジット決済手数料の 3%を含む）をロイヤリティとして（一

社）リーグに納めている。一方，リーグ全体の運営方針や重要な規定の変更に関しては，3

ヶ月に一度開催されるリーグ運営会議の場で議論される。リーグ運営会議の構成メンバー

は，各通信の編集長と（一社）リーグの理事である。 

新たに「食べる通信」の創刊を希望する者は，まず（一社）リーグに事業計画書を提出す

る。（一社）リーグは過去の経験を踏まえて助言をし，創刊希望者は事業計画をブラッシュ

アップした上で，リーグ運営会議の場でプレゼンテーションを行う。そこで事業計画が承認

されれば，創刊に向けての準備が開始されることになる。リーグに加盟することによって得

られるメリットには，「「食べる通信」の商標利用」，「WEB決済システムの利用」，「全国の

編集長とのネットワーク」，及び「共同プロモーション」の主に 4つがある。こういった仕

 

図３−３ 「食べる通信」全体の運営体制 

資料：（一社）リーグ資料を参考に筆者作成 
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組みにより，創刊希望者は事業開始の際の初期投資を抑え，運営リスクを低減するとともに

ブランド力の向上や相乗的な宣伝効果を期待できる。 

 

 

３−３ 「食べる通信」の展開 

 

１．「食べる通信」の成立経緯と全国への展開 

 

初めて発行された「食べる通信」は，「東北食べる通信」である。運営母体は「東北食べ

る通信」の発行を主たる目的として立ち上げられたNPO法人東北開墾であり，代表理事を

務めるのが高橋博之氏である。東北地方に甚大な被害をもたらした東日本大震災であった

が，「食べる通信」が生まれるきっかけとなったのも，この出来事であった。岩手県を活動

拠点とする高橋氏が，震災のあとに目にしたのが，ボランティア活動を通して東北の生産者

と交流し，自然の価値を再発見していく都市生活者の姿であった。この両者の交流をヒント

に「東北食べる通信」が考案された。従来の流通システムにおいては伝達されていなかった

生産物に付随する情報，すなわち生産者の想いや生きる姿勢に焦点を当て，これを丁寧に消

費者に伝えることで，食べることと知ることが一体となり，都市においても生産者への敬意

や一次産業への深い理解が生まれると考えた。高橋氏のこの考えに共感した地元の社会起

業家や学識経験者，東京のデザイナーやコピーライターが一つのチームを組み，2013 年 7 

 

図３-４ 通信数と総購読者数の推移 

資料：公開資料や（一社)リーグへの聞き取りを元に筆者作成 
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月に「東北食べる通信」が創刊されるに至った５）。 

その後，「食べる通信」は，発行地域数でも各通信の購読者を合計した総購読者数でも図

３−４に示すように，増加を続けている。2013年末の段階では「東北食べる通信」1誌のみ

で，購読者も 1,000人弱であったが，2014年 5月に「四国食べる通信」が創刊され，総購

読者数は 2014年 6月時点で約 1,500人まで増加した。それ以降も四半期ごとに発行地域が

増え，2016年 12月末時点では，発行準備中のものを含め 37通信へと拡大した。総購読者

数は 7,767人となり，2017年末には 1万人を超える見込みである。 

発行地域は図３−５の通り，北海道から沖縄までの全国 36 地域に広がっているが，新し

い動きとして特定の地域を対象エリアと定めず，魚食文化を未来に繋ぐことをコンセプト

にしたテーマ特化型の通信も誕生している。 

 

２．各地での運営の実状 

 

発行形態に関しては価格や発行頻度に定型はなく，「少なくとも3ヶ月に一度は発行する」

などの一定条件をクリアすれば，日常的な業務の判断は各地域の編集部に一任されている。

地域の特色を最大限に発揮するために各地域の主体性を重んじる，というのがリーグ全体

の運営方針だからである。 

 

図３-５ 全国の「食べる通信」 

資料：2016年 12月末時点の公開資料を元に筆者作成 
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表３−２は，「食べる通信」を創刊順に 3誌並べて比較したものである。「東北食べる通信」

は東北 6県を対象エリアとし，発行は毎月で，1号につき 1人の生産者を取り上げ，価格は

送料と消費税込みで 2,580 円である。一方，四国 4 県を対象エリアとする「四国食べる通

信」は，発行頻度が 2ヶ月に 1度，1号につき 2人ないし 3人の生産者を特集し，2〜3種

類の詰め合わせを届けている。また，宮城県東松島市のみを対象とした「東松島食べる通信」

のように，県単位以下の地域を対象とする通信もある。「東松島食べる通信」は季刊発行だ

が，市内在住者には運送会社を利用せず直接届けることで割安料金を設定するなどの工夫

をしている。 

運営母体に関しても，団体や個人などさまざまな主体が参加している。NPO法人東北開

墾や株式会社四国食べる通信のように，発起人の呼びかけのもと「食べる通信」の発行を主

たる目的として法人が立ち上げられるケースもあれば，「東松島食べる通信」のように，す

でに地域にある企業が新規事業として始めるケースも複数見られた。各地域の編集長が創

刊当時，もしくは直前までどのような業種に携わっていたかを集計したのが表３−３である。

もともと青果や食品の流通に携わる者もいたが，地域のまちづくり団体や，飲食関連からの

参加が目立った。また，地元のタウン情報誌や映像制作の会社など，情報メディアからの参

加も複数あった。個人の場合では，地域おこし協力隊が編集長を務める地域もあるが，前職

は ITなど，食品流通に関しては未経験者がほとんどであった。編集長には必ずしも特別な

知識や経験が必要とされるわけではなく，幅広いキャリアをもった人々が参入している実

態が見て取れる。 

 

表３−２ 代表的な３通信の比較 

 

資料：公開資料や（一社)リーグへの聞き取りを元に，2016年 12月末現在の数値で筆者作成 
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３−４ 各地域の編集長の意識 

 

１．認知経路と共感のポイント 

 

本節では，各編集長がどのような経緯で「食べる通信」を立ち上げたのか，またその過程

でどのような障壁があり，どのようなサポートが効果的であったのかなどに関して，質問票

を用いた対面調査で得られた結果を以下に示していく。 

まず，どのような経路で「食べる通信」を認知したのかを尋ねた。結果，最も多い回答は

「他地域の編集長やリーグ関係者を通じて」の 6名（30%）であった。具体的には，リーグ

関係者からの紹介や，リーグ関係者が登壇したフォーラム等で「食べる通信」を認知したよ

うだ。次に多かったのが，「新聞や雑誌経由」の 4名（20%）で，そのあとに「SNSを通じ

て」の認知が 3名（15%）と続いた。依然旧来型のメディアからの認知が多い様子がうかが

える。「他地域の購読者や友人からの紹介」は 2名（10%）で，「生産者を通じて」という回

答は無かった。「その他」の 5名（25%）の中には，会社関係の紹介やネット検索が含まれ

ていた。 

次に，そのような経路で「食べる通信」を認知した編集長が，どのようなポイントに共感

したかを複数回答可で尋ねた。「生産者と消費者をつなぐ」というコンセプトに 16名（80%）

が，「食べもの付き情報誌」という仕組みに 12名（60%）が共感したと回答しており，「食

表３−３ 創刊時および直前までの編集長のキャリア 

 
 
資料：公開資料や（一社)リーグへの聞き取りを元に，2016年 12月末現在の数値で筆者作成 
注１）共同編集長を置く通信があるため合計は 37を超える 

#) �� #) ��

�����31 6 �*# 2
6531 5 IT 2
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べる通信」が当初から重視していた「情報とコミュニケーションで生産者と消費者をつな

ぐ」という事業コンセプトに多くの共感が寄せられた様子がうかがえる。その後，「誌面の

デザイン性」が 5名（25%），「全国に広がるリーグの運営方針」が 4名（20%）と続き，「普

段手に入らない食材が届く」という点に 1名（5%）が共感した。「その他」の 3名（15%）

の具体的な回答は，「東北食べる通信」代表の高橋氏の考えや，生産者の想いなどであった。 

 

２．創刊の目的 

 

続いて，創刊の目的を複数回答可で尋ねたところ，15名（75%）が，「地域の現状や埋も

れた価値を伝える新しい情報メディアとして」と回答した。「都会の消費者に地元の生産者

を紹介するため」が 13 名（65%）と 2 番目に多く，「地元の消費者に地元の生産者を紹介

するため」が 11名（55%）と続いた。いずれも地域や生産者の情報を，地域内外の購読者

に伝えることを創刊の目的としている。これに加えて，複数ある創刊目的のうち，最も大切

にしているものを，主たる目的として回答してもらったが，主たる目的としても「新しい情

報メディアとして」という回答が 11名（55%）と過半数を占め，「地元の消費者に地元の生

産者を紹介するため」や「生産者の新たな販路開拓」に関しては，目的の一つには挙げるも

のの主たる目的とする回答はなかった。全回答の結果を表３−４に示す。 

 

３．創刊における障壁と（一社）リーグの貢献 

 

創刊にあたっての障壁として最も多かった回答は「資金調達」の 6名（30%）であり，特

に地域おこし協力隊などが個人で始めるケースに多かった。「食べる通信」の創刊にあたっ

表３−４ 「食べる通信」の創刊目的（複数回答） 

 
注１）回答数の括弧内は，主たる目的とした回答数 

15(11 75%
) ) 13(3) 65%
) ) 11(0) 55%

) 10(4) 50%
) ) 9(0) 45%

) 8(2) 40%
20(20) 100%
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ては設備投資等の巨額な出費は必要ないものの，食材の仕入れや情報誌の制作に掛かる費

用として，事業が軌道に乗るまでの期間，一定の運転資金が必要となる。その点，他のビジ

ネスと同様に，個人で取り組む場合は資金調達に不安があったと考えられる。また，誌面制

作にあたっては，デザイナーやカメラマンの協力が必須であるが，農村部においては都市部

ほど人材が豊富でないことから「編集部の仲間づくり」に苦労したという回答が 5名（25%）

あった。続く「生産者の開拓」の 3名（15%）は，農業関連以外から「食べる通信」を始め

た編集長の回答であり，ゼロから生産者とのネットワークを築くのには一定の時間が掛か

ったようである。それ以外では，インターネットでの注文を前提とする「食べる通信」では，

「WEBやシステムの設計」に苦労したとの回答も 2名（10%）あり，「その他」3名（15%）

の具体的な回答としては個人情報の管理や購読者の獲得などが見られた。 

最後に，こういった創刊における障壁に対して，（一社）リーグが果たした貢献を複数回

答可で質問した。表３−５に示すように，最も多い回答は「決済システムの提供」で 13 名

（65%）であった。そのあとに，「編集長ネットワークの構築」と「（一社）リーグからの運

営面でのアドバイス」が 12名（60%）と続いている。また，複数ある貢献のうち，最も大

きな貢献として一つ回答してもらったが，これに関しては「編集長ネットワークの構築」と

「決済システムの提供」が 7名（35%）と並んだ。そのほか，「（一社）リーグからの運営面

でのアドバイス」が 4名（20%）と続いている。以上から，各地域の「食べる通信」にとっ

ては，リーグ制のもとで（一社）リーグが全体を統括することにより，ゼロから事業を立ち

上げるのではなく既存のシステムや他地域とのネットワークを活用することが可能となり，

創刊における障壁を下げたと考えられる。 

 

 

表３−５ (一社)リーグの貢献（複数回答） 

 
注１）回答数の括弧内は，最大の貢献とした回答数 

6* "+% ��
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３−５ まとめ 

 

以上，本章では「食べる通信」のサービスの仕組みを概観した上で，全国への展開過程と

各地域の編集長に対して実施した質問票調査（①「食べる通信」の認知経路や共感したコン

セプト，②創刊の目的，③創刊に向けての障壁と統括組織が果たした貢献等）の結果を詳細

に確認してきた。これらをもとに，「食べる通信」の展開の要点を考察すると，以下の 3点

を挙げることができる。 

 

（１）メディアを主体とするサービスという認識 

第一に，創刊当初より「東北食べる通信」が，「食べる通信」はメディア（情報誌＋SNS）

によって「生産者と消費者をつなぐ」サービスであるというコンセプトを明確に打ち出した

ことで，情報を主体とするサービスだという認識が広がり，従来から農産物流通に携わって

いた農業者や流通関係者以外からも関心を引くことになった点が挙げられる。創刊に際し

て，編集長自身に特殊技能が必要とされなかった点も参加者の裾野を広げることにつなが

り，多様なキャリアを持つ人々の参画を可能にした。 

 

（２）各地の主体性と自主性を重視 

第二は，各地域の編集部の主体性と自主性を重んじるリーグの運営方針である。「食べる

通信」という統一のブランドを掲げつつも，地域特性を重要視し，さまざまな発行形態を容

認したことによって，発行規模や発行頻度における各地域の自由度が高まり，参加の障壁を

下げたと考えられる。 

 

（３）決済システムの提供とネットワーク構築に対するサポート 

	 第三が，事業運営の基盤となる決済システムを共有し，運営ノウハウを提供するなどし

て，後発の「食べる通信」の創刊における障壁を下げたリーグ全体の運営の仕組みである。

過去の経験を生かした運営上の直接的なアドバイスのみならず，他地域の編集長とのネッ

トワークを構築することを積極的にサポートした（一社）リーグの貢献は非常に大きいと言

える。 
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【注】 

１）野見山（2005）参照。 

２）保永（2012）参照。 

３）高橋（2015）参照。 

４）書店に並ぶ付録付き雑誌と着想としては同じとも言えるが，生鮮品を扱う点，本稿で示す

ように，購入後の交流機会の場が提供されている点などにおいて，異なる特性を持つと考

える。 

５）高橋（2015）参照。 
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第４章 

 

 

「食べる通信」の運営と主体間関係の実態 
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４−１ はじめに 

 

	 第 3 章では「食べる通信」のサービスの仕組みと各地域の編集長への質問票調査の結果

から，事業モデルの特性や全国展開の要点を明らかにした。続いて本章では，個々の「食べ

る通信」に対するより詳細な調査から，生産者と消費者の交流の実態や運営の基盤となる収

支構造を明らかにし，「食べる通信」がどのような工夫を施すことで「コト消費」への対応

をしてきたのかを考察する。 

 

１．背景と目的 

	

「食べる通信」の一つの特徴は，メディア（情報誌＋SNS）と食材を組み合わせることで，

購読者に「読む，食べる，つながる」の一連の体験を提供することであったが，もう一つの

特徴は，自立的な経営を行っていることに加え，そのモデルをオープンにすることで広く社

会的課題を解決している点にあり，いわゆるソーシャルビジネスとして一定の事業性と社

会性を確保しているところにある。 

そこで本章では，まず次節で「兵庫食べる通信」の事例を取り上げ，第一の特徴である「生

産者と消費者をつなぐ」という理念を実現するために具体的にどのような工夫を行なって

いるかを明らかにし，続く第 3節では，「四国食べる通信」の事例から，第二の特徴である

持続的な事業モデルの構築のために，実際にどのような収支構造で「食べる通信」を運営し

ているのかを明らかにする。 

 

２．調査の方法 

 

調査は，それぞれの事例に対して以下の方法で行った。第一の事例である「兵庫食べる通

信」に関しては，2018 年 12 月に編集長である光岡氏への 2 度の聞き取り調査を実施する

と同時に，開示可能な内部資料を得て分析を行った。また「兵庫食べる通信」が運営する

Facebookグループも確認した。第二の事例である「四国食べる通信」に関しては，2013年

12月から 2016年 12月までの約 3年間にわたる筆者自身の「四国食べる通信」の運営にお

ける実践から得られたデータをもとに分析を行った。 
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４−２ 「兵庫食べる通信」の運営実態 

 

本節では，兵庫県全域を対象とする「兵庫食べる通信」の運営実態を詳述する。「兵庫食

べる通信」は，2015年 7月に 125名の購読者を集めて創刊され，2018年 10月号で通巻 20

号を迎え，現在も継続中である。購読料は 3,880円（送料・税込）で，情報誌とおよそ二人

分の食材を隔月で発送している。価格は，創刊当初より変更していない。 

 

１．「兵庫食べる通信」創刊に至る経緯 

 

「兵庫食べる通信」は兵庫県全域を対象とする，全国で 12番目に創刊された「食べる通

信」である。運営母体となっているのは，本事業を主たる目的に立ち上げられた株式会社兵

庫食べる通信（以下，兵庫食べる社）である。情報誌と食材の定期購読サービスである「兵

庫食べる通信」の発行を基軸としながら，「読んで、食べて、つながって、体験して」をモ

ットーとする「兵庫食べる通信」では，創刊当初より，料理教室や産地体験ツアー，生産者

との食事会などを積極的に開催している。 

「兵庫食べる通信」の発起人であり，運営の中心を担っているのが光岡大介氏である。兵

庫食べる社の代表取締役であり編集長を務める光岡氏は，2003年にコンサルティング会社

を退職し，有機農産物専門の青果店のマネージャーや有機農業生産出荷組合の事務局長を

務めるなど兵庫県内で長らく流通関連のビジネスに携わったあと，2011 年にファームアン

ドカンパニー株式会社（以下，ファーム社）を設立し，現在，西宮市内で有機農産物を食材

として扱うレストランを経営している。60名からなるファーム社の株主の 3分の 1が生産

者であることからも分かるように，光岡氏は「兵庫食べる通信」を創刊する以前から生産者

とともに歩むことを行動理念としていた。 

光岡氏は兵庫食べる社のミッションを「生産者のファンやサポーターをつくること」と掲

げており，それを具現化する事業として 2015年 7月に「兵庫食べる通信」を創刊した。流

通業に携わっていた当時のファーマーズマーケットの運営経験から，消費者が生産者の情

報を知り，関係性を構築することの大切さを感じていたが，同時に本業としている飲食事業

だけでは継続的な関係を築くことの困難さも感じていた。そのとき，他地域の編集長から

「食べる通信」の取り組みを紹介され，その仕組みと目指すべき方向性に共感し，「兵庫食

べる通信」の創刊を決断するにいたった。つまり，光岡氏はファーム社でのレストラン経営
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と「兵庫食べる通信」の両輪によって，生産者と消費者の距離を近づけようとしたのである。 

 

２．「兵庫食べる通信」に関わる主体 

 

（１）編集部 

運営母体となる兵庫食べる社は，2015年 2月，ファーム社を含む飲食業 2社の折半出資

によって設立された。その後，2017年に増資を実施，現在は，資本金 1,000万円，兵庫県

内の飲食業 4 社とホテル業 1 社の 5 社の株主で構成されている。「生産者と消費者をつな

ぐ」という取り組みへの共感と，「兵庫食べる通信」の誌面内でのプロモーションが，株主

のおもな出資の理由である。 

実働を担う「兵庫食べる通信」の編集部は，光岡氏を含めて 6名である。おもに関西を拠

点に活動するライター，デザイナー，カメラマンが，それぞれの専門的な職能を持ち寄り，

情報誌の編集を行っている。それぞれが独立して活動を行っているため兵庫食べる社の社

員ではなく，専門性ごとに役割分担をし，業務委託契約を採っている。また，ファーム社と

の業務を併任する事務局長が，食材の発送や顧客対応等を担当している。 

 

（２）生産者と購読者 

創刊号となる 2015年 7月号で特集された生産者と食材は，淡路島「垣牧場」の淡路ビー

フと神崎郡市川町「松崎農場」のタマネギである。以降，隔月で発行を続けており，2018年

10月号で通巻 20号となっている。 

毎号一人ないしは二人の生産者（もしくは生産グループ）を取り上げるため，これまでで

のべ 26の生産者を紹介している。その一覧を示したのが表４−１である。「兵庫食べる通信」

は，兵庫県全域を対象としており，生産者の地理的な分布も全域に広がっている。兵庫県は，

現在でもかつての旧国単位で地域を区分して把握することが多いが，その例にならうと，26

生産者の内訳は，播磨 6（23.1％），淡路 5（19.2%），摂津 5（19.2%），但馬 5（19.2%），

丹波 5（19.2%），とほぼ均等に取り上げられている。一方で，食材を「日本食品標準成分表

2015」に基づいて分類すると，野菜類 8（30.8%），肉類 5（19.2%），魚介類 4（15.4%），

調味料及び香辛料類 4（15.4%），果実類 2（7.7％），し好飲料類 1（3.8%），乳類 1（3.8%），

藻類 1（3.8%）となっており，購読者の利用頻度の高い野菜類や，満足感を得やすい肉・魚

介類を中心にしながら，同類の食材が連続しないように生産者と食材を選択している。ま
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た，当初 1年間は奇数月の発行であったが，異なる旬の食材を取り上げるため，2016年 10

月号からは偶数月の発行に変更している。 

消費者である「兵庫食べる通信」の購読者は，125名で創刊したのち 2017年 12 月時点

で 215名となっている。購読者の居住地は約 8割が関西で，さらにその約 8割が兵庫県在

住者である。 

 

３．情報の共有と体験の機会の提供 

 

（１）ＳＮＳを通しての交流 

情報誌を読み，食材を調理・実食したあと，生産者に御礼や感想を伝える手段の一つとし

表４−１ 「兵庫食べる通信」特集生産者一覧 

 

資料：聞き取り調査より筆者作成 
注１）日本食品標準成分表 2015年版を参考に分類 

[ ¶Ë� ®Ü°±Á���à�èNm*!-:é Qß
êé

1 2015�7� §Ðx cd�§Ð0?1 Âß

»yÖ|z´ �yÓd�*6.$ ÙÈß

2 2015�9� vsª© ty@ã §Ð>�¹¦w�åG åGß

3 2015�11� hZÖhZ´ ¹e¼\ �{·��� Âß

lÐ| ²�ä@ ¾~;=&= ÙÈß

4 2016�1� ��| ������Óa u��� ������_` Í_�X�âÒ�ß

��| ä�¸p ���| v£�� ÙÈß

5 2016�3� »�|Û²V Û²© r�nL ���
�Ú¬ åGß

»�|ÌV ��Ø  ������ Í_�X�âÒ�ß

6 2016�5� A²| C�A²Ód A²5?% Âß

»�|ÌV �BÓa ÉÙÈ ÙÈß

7 2016�7� D¡||x´ YÎ¢¯ 2:?39? �oß

D¡|��´ Î�iº gÙÈ ÙÈß

8 2016�10� ½t| D¡½t���Óa ç�Ï ÙÈß

9 2016�12� bTx S²¥@Õ���åG),- åGß

10 2017�2� D¡||x´ ����1 ?7 vK¨� OÙÈ ÙÈß

11 2017�4� ¿�Öâ¿´âIV �t© ��C /*/*>4*:!# åGß

12 2017�6� »�|UV �Rd +?( Fß

13 2017�8� §Ðx i�j@���!+'% �oß

14 2017�10� lÐ|M² u�¢m���¦ÀÆ ÙÈß

15 2017�12� D¡||x´ t]×Ô�×�� Í_�X�âÒ�ß

16 2018�2� lÐ|�Wµ± �Å^� Âß

17 2018�4� §Ðx³Äª©�<#8 Êß

18 2018�6� »yÖ»�´ Ù�JG���HÞÇ �ká�ß

19 2018�8� ��| ä²q}���'0"èæÂé Âß

20 2018�10� §Ðx¤�| �«ÑE���ÃPÝf-��	�����- Í_�X�âÒ�ß
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て，「食べる通信」は Facebook 上に会員限定の購読者グループを用意しており，希望者は

任意で参加できる。「兵庫食べる通信」の購読者グループには，生産者，購読者，編集部，

リーグ関係者を含めて，現在 222名（2018年 12月 10日時点）が参加している。 

2015年 7月の創刊と同時にこのコミュニティは立ち上がっており，2018年 12月 1日ま

での 3年超の間で，のべ 218回の投稿が確認されている。投稿の種類は 3つに大別され，

①編集部による生産現場からの投稿が31回（14.2%），②購読者からの投稿が143回（65.6%），

③編集部からの事務的な投稿が 44回（20.2%）である。 

①に関しては，生産者の活動風景や編集部の取材風景に加え，生産者から購読者に向けて

の動画メッセージも投稿されており，誌面のみでは伝えきれない情報を購読者に伝える手

段として活用されている。 

②がこのグループの中心となる投稿であり，購読者からの 143回の投稿のうち 129回が

料理に関わる投稿であった。例えば，「食べる通信」が届いた瞬間の喜びの声や，調理・実

食の様子，また料理写真とともに食材の美味しさに対する感動や生産者に対する御礼のメ

ッセージなどが伝えられた。また，この 129 回の料理に関する投稿に対して，生産者から

の返答があったものが 48回である。割合にすると 4割弱であるが，高齢の生産者の中には

Facebook を利用していない生産者もおり，Facebook を利用する生産者は自分が作った食

材に関する投稿に対してはほとんど全て謝意を伝える返答をしており，ヴァーチャルな世

界ではあるものの，生産者と消費者の双方向性でのやりとりが成立している。 

③に関しては，編集部が発送の準備が完了したことを購読者に伝える連絡や，後述する生

産者との交流イベントやツアーへの参加を募る案内であり，E メールで行われる編集部と

購読者の事務連絡を補完する機能を果たしている。 

 

（２）イベントやツアーによる体験機会の提供 

「兵庫食べる通信」は，生産者との交流や体験の機会の提供を非常に重視している。とり

わけ，食事会や交流会，ワークショップを通して，都市部の消費者が日常生活では接するこ

との少ない生産者と対面で交流する機会を大切にしている。これらのプログラムの一覧を

示したのが表４−２である。 

「食べるダイニング」と名付けられた生産者交流会は，これまでに特集された生産者数名

と，購読者およびその友人の 10名程度が一つの食卓を囲む小規模な食事会である。食卓に

は，その生産者が育てた食材のメニューが並び，参加者は生産者の話を聞きながら料理を味
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わうことができる。 

さらに，「兵庫食べる通信」の購読や，交流会への参加をきっかけに生産現場に興味を持

った購読者には，実際に産地を訪れる産地体験ツアーも企画している。農業だけでなく，漁

業体験も企画しており，これまでに 3度実施された。漁業体験ツアーの場合には，漁船の収

容人数の都合上，参加者は 10名程度に限定されるが，農業体験ツアーには大型バス１台程

度の参加者が集まる。そのほか，周年記念や他企業との連携イベントにおいても「兵庫食べ

る通信」は生産者との交流を大切にしており，これまで合計 21回の企画において，生産者

はのべ 59名が参加，消費者は概数でのべ 576名が参加している。 

 

 

 

表４−２ 「兵庫食べる通信」の体験の機会の提供 

 

資料：聞き取り調査より筆者作成 
注１）*に関しては，概数 
注２）「食べるクッキング」は，２回目より「食べるダイニング」に名称と企画内容を変更 

* 8: �	�� FU DEJ ?PJ

1 201528; V����
�� 6C5- 0 8
2 201529; V�����X<1R,Y R="W��� 1 30 *
3 201529; V������ ���� 0 40 *
4 2015210; V���	���G2* DEJ >! 4 10
5 2015212; Q33O! ������ 3 30 *
6 201624; ')#������� ������ 1 20 *
7 201625; V�����X0.A@Y A="W��� 1 8
8 201625; V���	���G3* DEJ >! 4 10
9 201628; 1&2M4 DEJ >! 10 150 *
10 201629; V���	���G4* DEJ >! 3 10
11 2016210; V�����XH/����R+YR="W��� 1 40 *
12 2016210; V������ ITS >! 0 5
13 2016211; V���	���G5* DEJ >! 8 8
14 201723; V���	���G6* DEJ >! 3 15
15 201726; V���	���G7* DEJ >! 2 10
16 2017210; 2&2M4 DEJ >! 9 40 *
17 2017211; NV!ZB$K( ���	��� 1 40
18 201821; 79 >! DEJ >! 6 40 *
19 201823; ������ZB$K( ������ 0 10
20 201827; ������ZB$K( ������ 1 12
21 2018211; ������ZB$K( ������ 1 40

%L 59 576 *
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４−３ 「四国食べる通信」の運営実態 

 

本節では，2014年 5月から 2016年 12月までの 2年 8ヶ月，四国 4県を対象として発

行されていた「四国食べる通信」の運営実態を詳述する。「四国食べる通信」は，毎号 2〜4

人の生産者を特集し，その食材の詰め合わせを一つの商品としていた。分量はおよそ二人前

で，価格は 3,980円（送料・税込），発行は隔月である。創刊時の購読者は約 210名で，最

盛期の購読者は約 550名を数えたが，編集長の転居に伴い現在は休刊している。 

 

１．「四国食べる通信」創刊に至る経緯 

 

「四国食べる通信」は，全国で 2番目の「食べる通信」である。発起人であり，その後，

編集長となるのが，当時，香川県小豆島で地域おこしの会社を経営し，複数の地域活性化事

業に携わっていた眞鍋邦大氏である。2013年 7月に事業を開始した「東北食べる通信」は，

当初から将来的には「食べる通信」を全国へと拡大する構想を掲げていたが，まずはその足

掛かりとして，当時「東北食べる通信」の副編集長と親交のあった眞鍋氏に対して，2013

年 11月末頃に，四国や瀬戸内海を対象とする「食べる通信」の創刊を打診した。眞鍋氏は，

それまで教育事業やカフェ運営などさまざまな事業に取り組んでいたが，ちょうど食農分

野により注力することを検討していた時期であったことから，その呼び掛けに応じ，「四国

食べる通信」を創刊することを決断した。 

 

２．「四国食べる通信」に関わる主体 

 

（１）編集部 

運営母体となったのは，「四国食べる通信」の発行を主たる目的として設立された株式会

社四国食べる通信（以下，四国食べる社）である。眞鍋氏と副編集長の吉田氏の折半出資に

よって，2014年 6月に設立された。定期購読サービスである「四国食べる通信」の発行を

中核事業としながら，のちに「四国食べる商店」や「四国食べる農園」といった食を基軸と

した事業の横展開を行っている。 

「四国食べる通信」の運営を担う編集部は，主に香川県・徳島県で活動する 7名のメンバ

ーで構成されている。眞鍋氏以外のメンバーは，地域おこし協力隊を退任後，徳島市内でセ
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レクトショップを経営していた副編集長の吉田氏，編集デザインやWEBの制作，写真撮影

を専門とするデザイナーの坂口氏など殆どが個人事業主であったが，地元の金融機関でア

グリビジネスを担当する岡本氏もフードアドバイザーとして参加していた。このように所

属も専門分野も異なる 6 名が，他の仕事と掛け持ちをする形で，眞鍋氏の呼び掛けに応じ

て「四国食べる通信」という一つのプロジェクトの編集メンバーとして集まった。「四国食

べる通信」編集部の主な業務内容は表４−３の通りであるが，各々のメンバーの専門性を生

かす形で，業務の役割分担が行われた。 

 

（２）生産者と購読者 

「四国食べる通信」は，創刊号で高知県中土佐町の初カツオ，高知県高知市の有機生姜，

高知県黒潮町の天日塩を扱って以来，毎号 2〜4人の生産者（もしくは生産者グループ）を

取材し，それらの生産者が育てた食材を編集部が取りまとめ，詰め合わせとして購読者に届

けていた。詰め合わせにするためには，旬や食べ合わせのほか，配送手段として同様の温度

帯であることが必要となることから，単品に比べて食材の選定が非常に困難となるが，この

ことによって西日本初の「食べる通信」としての独自性が打ち出された。2014年 5月の創

刊以降，隔月で 2016 年 12 月まで発行を続け，特集した生産者の数はのべ 44 名となって

いる。その一覧を示したのが表４−４である。四国 4県を対象とする「四国食べる通信」と

表４−３ 「四国食べる通信」編集部の主な業務内容 

 
資料：聞き取り調査より筆者作成 
 

No iK �{ j�

1 �;(��z GUID �h�\T�ID

2 \TzE HP��Facebook	�\TzE
3 �,9$Ay ����qS�WN���,9$:!�;�Ay:�R

4 uv�X[ e��_ uv���_

5 fV�t fVuv��)�8;� +

6 P��t uvr�P��t

7 z��t Lm�t ����F�B�C�c��t

8 z��d z��C���B|
��d

9 n��X[ '*5�"� 1#��X[:YOH}~

10 �/3&"��R Facebook����6;+��w
11 ���.�-;$ �����QM�:�7;0X[

12 =i�R )�9%7�� J]�x����>p

13 =i�z �9"9!��,9$:+82;�49~��a

14 YORi ����YO`�sZ

15 ���t B� <��t��H�ko:g��b^

16 ��@ ?=��K�lK~
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して，一部の地域の食材に偏らないよう各地域の生産者を取り上げており，香川県と徳島県

の生産者がそれぞれ 12（27.2％），高知県が 11（25％），愛媛県が 9（20.5％）の割合とな

っている。 

また，食材の種類を「日本食品標準成分表 2015」を参考に分類すると，魚介類 9（20.5%），

果実類 7（15.9％），肉類 6（13.6%），野菜類 5（11.3%），調味料及び香辛料類 4（9.1%），

表４−４ 「四国食べる通信」特集生産者一覧 

 

資料：聞き取り調査より筆者作成 
注１）日本食品標準成分表 2015年版で分類 

v ąĳÉ �� ďxD£v VĴğ ŚÏ gř
ťŤ
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ŞČĈţôă ���� íā|Ă �Ã� ķyÀt�ŝŁÀř

2 2014° ŝªĈHĻ¬ �āĄĀ �ā� ĸ¥�ļ Ġř

7É ŝªĈKO¬ Şßł� ŞßaĂ 3C3# ŎĪř

ŝªĈ ĺ¨ă êģ� ī¼Þ � ķyÀt�ŝŁÀř

3 2014° ·¨ĈĐ¤ă Y�Ì�· �� Ó�ř

9É ·¨ĈH�¬ āŎŌç āŎ�³ �Ţ Ēř

·¨Ĉ���ă ĽaŚĚ ŕê¡š Ġř

4 2014° ¹�Ĉ§�¨ nāÎ� A;C Ó�ř

11É ¹�ĈWÂă őÿqĳ İı Ďęt�þyř

¹�ĈÁ¢�¨ Ćč�Ğ Ć�� ��t���ėř
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いも及びでん粉類 2（4.5％），穀類 2（4.5％），し好飲料類 2（4.5％），砂糖及び甘味類 1

（2.2％），卵類 1（2.2％），乳類 1（2.2％），豆類 1（2.2％），藻類 1（2.2％），きのこ類 1

（2.2％），種実類 1（2.2％）となっており，四国で生産される食材を非常に幅広く取り扱い

ながら，似たような系統の食材が連続しないような配慮を見て取ることができる。 

これに対して，消費者である「四国食べる通信」の購読者の推移を示したのが，表４−５

である。215名の購読者を集めて創刊したあと，2015年 9月までの約 1年半は順調に購読

者数を増加させ，その後は，500名前後の購読者数で推移している。購読者の居住地は，時

期によって多少の違いはあるものの，概ね 4割が関東，2割強が四国，2割弱が関西で，残

り 2割がその他全国に広がっている。また，生産者と消費者の交流という面では，2016年

冬に「四国食べる通信」の編集部が企画したツアーに参加した購読者が，その後１シーズン

を通して，援農を目的にキウイ農家とアスパラ農家に通い続けるといった事例が確認され

ている。 

 

３．「四国食べる通信」の収支構造 

 

次に，「四国食べる通信」の収入と支出の対応関係を，香川県さぬき市のスモモ生産者と

愛媛県四国中央市の茶生産者を特集した 2016年 6月号を参考に確認する。多少の数字の違

いはあるものの，毎号，同じような収支構造で運営されている。 

前章でも触れたが，表４−６のように，「四国食べる通信」の収支項目は，まず購読者全員

を対象とする基本セット部分と，購読者が任意で注文できるオプション部分の大きく二つ

に分けられる。今回の例では，基本セットの内容は 16ページの情報誌と，スモモ 2パック

（5〜8個入り），新茶 1パックであり，オプションでは，①スモモの増量，②同じスモモ生

産者が製造したスモモシロップ，③同じ茶生産者が育てたより上等ランクの茶（希物）を，

購読者は任意で追加注文することができた。 

基本セット部分の収支を見ると，上述の詰め合わせ（情報誌+スモモ+新茶）を一つの商

表４−５ 「四国食べる通信」購読者数の推移 

 

資料：四国食べる社の内部資料より，筆者作成 
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品とする「四国食べる通信」2016年 6月号の売上として，購読料 3,980円の人数分が計上

される。なお，表４−５の購読者数とのズレは，商品受け取りの都合や嗜好の問題で，当該

号のみをスキップする購読者が存在することによる。この 1,826,820 円の売上に対して掛

かる原価は，①冊子の印刷代（265円：購読料に対する割合 6.7%），②食材であるスモモと

新茶の食材費（1,244円：31.1%），③包装費として毎号必要となる段ボール代（77円：2.0%）

と，今号においては新茶用に付属品として用意したティーバック代（19円：0.5%）である。

割合としては，これらの合計が購読料の 40%程度となるように設定されている。加えて，

全国への購読者の④発送費用が商品原価に含まれる。発送費用は，法人契約により 80サイ

ズまでは，四国内であれば 400円程度，関東で 700円程度，北海道や沖縄などの遠隔地で

は千数百円となっており，その平均が約 650 円となっている。なお，肉類や魚介類などの

生鮮食品を発送する際には，冷蔵や冷凍便で配送する必要があり，発送費用が 200 円程度

上積みされるため，その場合には他の費用項目を抑えるような努力をしている。以上の商品

原価の合計（①＋②＋③＋④）が 1,605円であり，購読料の約 55％となっている，そして，

売上の 8％に設定されている（一社）リーグへのロイヤリティ分を差し引いて，647,724円

が基本セット部分の利益となる。 

表４−６ 「四国食べる通信」の収支表 

 
資料：四国食べる社の内部資料より，筆者作成。数字は全て税込 
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一方で，オプション注文は，基本セットに同梱するため，追加の段ボールや発送費用は発

生しない。それゆえ，それぞれのオプションに設定された価格と注文数の合計がオプション

注文に掛かる売上となり，今号では 173,900 円となっている。ここに，基本セットと同様

に（一社）リーグへのロイヤリティが発生し，その差し引きでオプション部分の利益が

27,764円となる。これらを全て合計すると，2016年 6月号の「四国食べる通信」の発行に

伴って，675,488円の売上総利益が計上される。そして，この残高の中から，デザイナーや

イラストレーターへの誌面制作に掛かる業務委託費，スタッフへの人件費，取材に伴って発

生する交通費が支払われる。 

 

 

４−４ まとめ 

 

以上，本章では「兵庫食べる通信」と「四国食べる通信」の事例分析から，「食べる通信」

に関わる主体や交流の実態，収支構造を明らかにしてきた。ここで，「食べる通信」がどの

ように「コト消費」に対応してきたのかを，事業運営や主体間関係の実態から考察すると，

以下の 3点を挙げることができる。 

 

（１）情報の商品化 

「食べる通信」にとっては，農産物を消費者に送り届けることが事業の本質的な目的では

ない。メディア（情報誌＋SNS）を通じての情報発信と農産物の流通を通して，消費者が生

産者や生産活動に対する理解を深め，いずれ両者の交流へと発展することを事業の目的と

している。「食べる通信」はそのきっかけの場であり，そのための重要なコミュニケーショ

ンの基盤となるのが情報誌である。「食べる通信」の食材原価（約 30%）は通常の定期宅配

の半分程度と考えられるが，そこで確保された予算を情報誌の制作に当て，デザイナーやカ

メラマンといった専門家とともに誌面の充実に力を注いでいる。そして，従来の流通とは主

従を逆転させることで，農産物の流通（モノ）に付随する無償のサービスとしてメディアが

あるのではなく，モノと同等かそれ以上に価値あるものとして生産現場の情報を商品化し

ている。これが情報や体験の機会（コト消費）を求める消費者のニーズとも合致したと考え

られる。見方を変えれば，「つながる」場を持続的に運営するために，情報誌と農産物の流

通の主従を逆転させたとも評価できる。 
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（２）多方面からの交流の機会の提供 

こういった発想の転換により，生産者と消費者が持続的にコミュニケーションできる場

をビジネスとして維持することが可能となり，「食べる通信」は生産者と消費者をつなぐ一

つのプラットフォーム１）として機能することとなったと見ることができる。さらに，交流

に関しても，かつての援農を条件とするような産直ビジネスとは異なり，SNS をはじめ複

数の選択肢の中から購読者が主体的に選択できるように自由度を高めている。これにより，

産地から離れた地域においても購読を可能にし，購読者の増加につながったと考えられる。

実際，「兵庫食べる通信」の事例が示すように，交流を条件とせずとも，購読者の主体的な

参加によって，生産者との交流は広がりを見せている。 

 

（３）多彩な生産者と食材の紹介 

このように「食べる通信」は，農産物流通という枠組みを超えて，生産者と消費者がつな

がるプラットフォームとして機能しつつあるが，編集部はその地域に存在する多彩な生産

者と食材を継続的に発掘し，紹介することで，定期購読の購読者を飽きさせないように工夫

している。また，それは同時に生産者と購読者の出会いの場としての「食べる通信」の多様

性を豊かにすることでもあり，プラットフォームとしての魅力を高めることにも直結して

いる。 

 

 

【注】 

１）國領（2011）参照。なお，本章のまとめで用いたプラットフォームという用語については，

第 7章で詳述するが，國領の「多様な主体が協働する際に，協働を促進するコミュニケー

ションの基盤となる道具や仕組み」という定義に基づいている。 

 

【参考文献】 

國領二郎（2011）：プラットフォームが世界を変える（國領二郎＋プラットフォームデザイン・

ラボ編，『創発経営のプラットフォーム』），日本経済新聞出版社，1-12. 

高橋博之（2015）：『だから，ぼくは農家をスターにする−『食べる通信』の挑戦』，CCCメディ

アハウス 
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第５章 

 

 

Ｗ社の地域連携事業の事業モデルの特性と展開の要点 
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５−１ はじめに 

 

第 3 章，第 4 章では，従来の農産物流通の主従を逆転させ，メディアを主体とするサー

ビスとすることで，多方面から生産者と消費者の交流の場を提供する「食べる通信」の事業

モデルの特性と展開の要点，運営の実態を明らかにした。 

続く，第 5章，第 6章では，「食べる通信」と同様に，生産者と消費者をつなぐことを理

念に掲げながら，産地の多様な主体と連携することで，地域連携による飲食店事業を営む株

式会社Wを取り上げ，その事業モデルの特性と展開の要点，運営の実態を分析する。 

 

１．研究の背景と目的 

 

農商工連携や 6 次産業化といった，一次産業と他の産業を結びつけ，新たな価値の創出

を目指す取り組みへの期待が続いている。産地の維持発展のためには，地域資源の高付加価

値化を通じた農山漁村の所得向上や雇用の確保が求められているからである。 

本章で事例として取り上げる外食産業に関しては，生産者との連携によって生まれる付

加価値を直接消費者に還元できる存在として期待されるものの，実際には農工連携の事例

に比べて一次産業とサービス産業の連携は少なく，加えて近年は，政策的に 6 次産業化が

推進された結果，生産者が個別単独的に商工部門に進出する傾向が強まっており，地域への

波及効果を促す側面からは，再度事業者間の連携を見直すべきとの声も浮上している１）。 

そのような中で，農山村の生産者や行政等と，都市部の外食企業が連携し，特定地域の食

材と情報発信に特化した新たな形態の飲食店（以後，地域連携型飲食店と呼ぶ）が登場し，

注目を集めている。地域連携型飲食店が従来の郷土料理店と異なるのは，単に地域の食材や

郷土料理を提供するだけではなく，店舗の運営に関して産地の多様な主体が関与している

点である。また，外食企業と農山村地域の自治体が地域連携協定を結ぶなどし，店舗を食材

の提供場所としてだけでなく，交流・情報発信の拠点として特産品の販売や観光情報の提供

を行っている点も特徴的である。 

こういった連携によって，地域経済の縮小に悩む産地と，常に差別化戦略を求められる外

食企業が，双方の強みを生かしながら各々の課題解決を目指す地域連携型飲食店は，今後さ

らに拡大する可能性があると考えられる。そこで本研究では，地域連携による飲食店事業に

先駆的に取り組む兵庫県神戸市の株式会社Ｗ（以後，Ｗ社）を取り上げ，本章では特に主体
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間の関係性に着目しながら，各地域の事例を比較分析することによって，地域連携型飲食店

の展開の要点を考察した。 

Ｗ社は，土佐清水市との連携を皮切りに，青森県，山陰地方と，行政単位の異なる複数の

地域と連携しながら店舗網を拡大しており，さらに各地の連携を主導した仲介者の所属や

立場が異なる点は，比較分析によって考察するのに適した事例と言える。まず，次項で地域

連携型飲食店の特性を論じる。その上で，聞き取り調査と資料の精査を通じて，Ｗ社と各産

地との連携のプロセスや関係性を明らかにすることを第一の目的とし（第 2〜4 節），その

実態の解明を踏まえて，今後，地域連携による飲食店事業がさらに各地で展開される上で必

要となる要件と考慮すべき課題を抽出した（第 5節）。 

 

２．研究の方法 

 

（１）既往研究 

これまで外食企業と一次産業の連携と言えば，大手外食チェーンの農業参入や食材調達

が中心であったため，齋藤（2003）や小田（2007）による先行的な研究においても，外食

企業の効率的な食材調達のための戦略構築やコスト削減が主要な研究課題とされ，産地側

の視点は乏しかった。また，川上から川下へと続く垂直的な取引関係を見直し，生産者の付

加価値を高める外食企業と生産者の連携のあり方について検討した伊藤（2012）の研究で

は，情報の共有とリスク対応の重要性は指摘されたものの，連携の対象に生産者以外は含ま

れておらず，多様な主体の連携という着眼はない。 

一方で，表５−１のように，フードサービス業を 6つの構成要素に分解して論じた齋藤・

清野（2014）の研究では，特にメニュー開発，バイヤー，調理の 3 機能（表の下線）をフ

ードサービス業の価値の源泉となる主要な機能として位置づけた上で，特にバイヤー機能

に焦点を当てた分析を行なっている。 

 

（２）地域連携型飲食店 

本章で取り上げる地域連携型飲食店の運営体制を表５−１を用いて見た場合，出店計画や

食材探索など通常は外食企業が単独で行う複数の業務（表５−１の波線）において，産地の

行政や経済団体などが関与している点が一般的な郷土料理店と大きく異なる部分である。

実際，食材取引の側面だけを見ると，生産者と直接取引を行い，産地直送の特産品を取り扱
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う既存の飲食店と変わらないものの，表５−１の下線で示したフードサービス業の主要な 3

機能のうち，特にメニュー開発とバイヤー機能において，産地と外食企業が協力体制を構築

している点が地域連携型飲食店の特徴と言える。 

ここで，連携に参加する各主体のメリットを確認すると，特定地域の生産者との直接取引

によって主たる食材を調達する地域連携型飲食店では，店舗網の増加に合わせて生産者の

開拓や食材の探索が必要となるが，産地との連携によって，外食企業はこの探索コストを軽

減することができる。一方で，外食企業は店舗間で食材の需給調整を行うことで，生産者へ

の発注を量・価格ともに平準化し，産地側のリスクを吸収している。また行政は，地域連携

協定を締結することで，自らは財政的な負担を負うことなく都市部にアンテナショップ機

能を持つことができる。 

本章では，このような特徴とメリットを持つ地域連携型飲食店を対象とした上で，次節以

降の事例分析においては，（１）連携の概要と（２）実店舗の開設までのプロセス，および

連携の成果を整理し，その上で，地域連携型飲食店において重要な特徴である（３）メニュ

ー開発とバイヤー機能における産地とＷ社の主体間の関係に着目して分析を行った。 

 

３．研究対象と調査の方法 

 

Ｗ社は，神戸市を中心に全国で 24店舗を運営する外食企業である。3つの異なる産地と

連携しながら，地域連携型飲食店を 12店舗運営しており，その他の店舗は従来型の郷土料

理店である。表５−２に示すように，直近の会計年度（2018年 3月期）においては，全店舗

表５−１ フードサービス業を構成する６つの機能 

機能名称 機能内容 

店舗開発 店舗（物件）取得，出店計画 

メニュー開発 マーケット・食材研究，メニュー・商品開発，食材原価管理 

バイヤー 調達購買，食材探索・提案，調理部門への供給，数量調整，食材原価管理 

調理 食材の調理・加工 

店舗管理・営業 広告宣伝，従業員教育，店舗管理，原価管理 

店舗運営 従業員管理，厨房管理，フロアサービス（接客），原価管理 

資料：齋藤・清野（2014）を参考に，下線・波線は筆者が加筆した。 
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の売上約 22億 2千万円のうち，6割弱を地域連携型飲食店が占めている。最初の地域連携

型飲食店は，高知県土佐清水市との連携による「土佐清水ワールド」であり，現在，全国で

8店舗を運営している。2つ目は，青森県と地域連携協定を締結し，神戸市内に 2店舗を構

える「青森ねぶたワールド」である。3つ目は，鳥取県，島根県の両県を連携対象とした「山

陰・隠岐の島ワールド」であり，同じく神戸市内に 2店舗を構えている。 

調査は，これら 3つの異なる地域連携型飲食店を対象に，2017年 6月から 2018年 5月

の間に実施した。具体的には，Ｗ社の代表取締役を含む経営幹部，および実務担当者への複

数回の聞き取り調査と，各地域との連携において仲介役となった 3 名への 2 回ずつの聞き

取り調査を行った。また，Ｗ社のポイントカード会員向けに発行している会員情報誌の過去

5年分の資料等を精査し，PRイベントやフェアの開催状況を集計した。 

 

 

５−２ 土佐清水市および幡多地域との連携事業の展開 

 

１．連携の概要 

 

2015年 6月，四国の最南端に位置する土佐清水市とＷ社が地域連携協定を締結して実現

したのが「土佐清水ワールド」である。この「土佐清水ワールド」が，Ｗ社にとって初の地

域連携型飲食店である。11 項目の連携事項からなる地域連携協定では，食材の提供（第 1

項），観光 PRと誘客（第 2項），食文化の情報発信（第 4項）に加え，移住 PR（第 6項）

や，郷土の祭りや歴史，文化の紹介（第 8項）などにおいて連携，協力が約束された。「土

佐清水ワールド」は，1号店の開店以来高い人気を誇り，現在では 8店舗まで店舗数を増や

し，全店舗売上の約 4 割を占める中心的なブランドへと成長している。土佐清水市がカツ

表５−２ Ｗ社の直近の売上高（2018 年 3 月末） 

 
資料：Ｗ社の内部資料より，筆者作成 

���(�
) ��� ���

	��� 2,219,413 100.00% 24
����� 1,297,875 58.50% 12

��� 922,001 41.50% 8
�� 206,412 9.30% 2
�� 169,462 7.60% 2

����� 921,538 41.50% 12
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オの藁焼きの発祥の地として名高いことから，土佐清水沖で獲れたカツオやサバなど，漁師

や漁協から直送で届けられる旬の海産物を店舗の看板商品としている。 

 

２．連携店舗の実現 

 

（１）連携の背景 

土佐清水市では，若年層の人口流出と急速な高齢化に対応するため，基幹産業である水産

業の再興を通して地域を活性化することが，市の重要な政策目標とされていた。 

市内の有力経済団体である土佐清水商工会議所は，従来，市内の商工業者の経営計画の策

定や経営改善を主な業務としていたが，地域経済の縮小という根本的な問題を抱える中で，

2010年を迎える頃から地産外商を積極的に推進し始めた。その際，外商担当に抜擢された

のがＴ氏であり，Ｔ氏は県外の商談会やセミナーへの積極的な参加を通じて新たな販路の

開拓に当たった。そして，その過程で接点を持つこととなったのがＷ社であった。 

 

（２）実店舗の開設 

2012年 1月，Ｔ氏の招きにより，Ｗ社のＫ社長を含むスタッフ 4名が初めて土佐清水市

を訪れることとなった。そこで，食材の豊かさと生産者の人柄に感銘を受けたＫ社長は，す

ぐに既存店舗において「土佐清水フェア」を開催することを決断し，翌月よりフェアが開始

された。フェアはその後定例化されるとともに既存店舗での継続的な取り扱いも始まった。

加えて年に 1〜2回のペースで，土佐清水市の生産者とＷ社のスタッフが双方の現場を行き

来する関係が始まった。 

フェアや既存店舗で提供してきた食材の評判の良さから，2015年頃になると土佐清水市

に特化した飲食店の構想が浮上し，3年間の継続的な取引と人的交流の集大成とも言えるＷ

社と土佐清水市の連携による飲食店事業が具体化へと動き始めた。連携店舗実現に向けて

の準備期間中には，Ｔ氏から自治体に対して地域連携協定の締結が打診され，2015年 5月

に協定が締結されることとなった。それを受け，アンテナショップ機能としての特産品販売

コーナーを併設した「土佐清水ワールド」の 1号店が三宮に開店した。 

 

（３）連携の拡がり 

「土佐清水ワールド」が評判となる中，次第に周辺地域からもＷ社との連携を望む声が上
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がり始めた。結果，2017年には，土佐清水市を含む幡多地域全体の活性化を目的に，Ｗ社

と幡多地域 6 市町村２）との間で地域連携協定が締結され，翌月には，新業態の「土佐清水

ワールド 幡多バル」が開店するに至った。「幡多バル」では，幡多地域の食材をスペイン料

理風にアレンジして提供するなど，従来の「土佐清水ワールド」とは異なる工夫が施されて

いる。 

 

（４）連携の成果 

土佐清水市を含む幡多地域とＷ社の取引規模は，2017 年度３）で約 1 億 3,191 万円まで

拡大している。また，2012年から実店舗の開店まで，およそ半年に一度のペースでフェア

は開催されており，実店舗の実現以降も土佐清水市の PR イベントや生産者即売会が 7 度

開催されている。さらに，連携による大きな成果と言えるのは高知県漁協清水統括支所によ

る活魚車の導入である。これは，特産品の清水さばを活魚のまま神戸に輸送するため，市が

国の地方創生交付金を活用し，漁協の活魚車購入を支援したものである。結果，従来は四国

内でしか提供できなかった清水さばの刺身を，神戸で提供することが可能となった。 

 

３．メニュー開発とバイヤー機能における主体間関係 

 

メニュー開発とバイヤー機能，具体的には，生産者の開拓や食材の探索に関わる主体間関

係を整理したのが図５−１である。日常的に土佐清水市の事業者と関わりを持つ商工会議所

のＴ氏が，Ｗ社の店舗運営上のニーズに合わせて必要な食材や生産者の情報を随時提供す

るなど，バイヤーの役割を果たした。当初は鮮魚や水産加工品が中心であったが，その後，

野菜や果実へと取り扱いの幅が広がっている。また，幡多地域全体へと連携が拡大した際に

も，Ｔ氏が近隣の行政や経済団体との調整役を務め，Ｗ社に各種の情報を提供した。つまり，

産地の食材に関する情報提供や地域間の調整に関して，Ｔ氏がコミュニケーションのハブ

の役割を果たしている。 

加えてＴ氏は，メニュー開発においてもＷ社と産地の重要な仲介役であった。郷土の味の

再現をテーマとする「土佐清水ワールド」では，Ｗ社のスタッフが現地訪問の際に感銘を受

けた食堂の味や，地元の一般家庭の調理法が参考とされた。その味を実現するため，Ｔ氏が

産地側で中心となる 5 名の生産者と定期的に会合を開きながら，神戸と土佐清水市を行き

来し，Ｗ社と共同でメニュー開発を行った。 
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５−３．青森県との連携事業の展開 

 

１．連携の概要 

 

本州最北端の青森県とＷ社の連携により実現したのが「青森ねぶたワールド」である。

2017年 4 月 20 日に両者が地域連携協定を締結し，神戸市三宮駅付近に 1 号店をオープン

させた。3項目からなる地域連携協定では，店舗や会員誌における県産品や観光情報の発信

（第 1 項），物販，テストマーケティングの機会の提供（第 2 項），青森県とヤマト運輸が

共同で取り組む新型の流通サービス「A!Premium」４）の活用（第 3項）が約束された。 

実現した店舗では，従来，西日本では提供が困難であった陸奥湾のホタテや青森県産の鮮

魚等，旬の生鮮食材を「A!Premium」を活用して提供するほか，大間町のマグロや五所川

原市の馬肉など，ブランド力のある特徴的な食材を幅広く扱っている。また，店舗の内装に

おいては，国の重要無形民俗文化財である青森ねぶた祭りの世界観を再現し，訪れた顧客が

食材の味だけではなく店舗全体で青森を体感できる雰囲気を創り出している。 

 

 

 

図５−１ 土佐清水市および幡多地域とＷ社の主体間関係 

資料：聞き取り調査より，筆者作成 

(
)

) )

)
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２．連携店舗の実現 

 

（１）連携の背景 

青森県は三方を海で囲まれ，北海道と本州の結節点であると同時に，太平洋側と日本海側

を往来できるという地理的な特徴を有している。この特徴が強みとして再認識されたのが，

東日本大震災であった。震災により東北の物流が深刻な影響を受ける中で，青森県は物流の

基点となり大きな役割を果たした。それ以降，県は東北における物流・商流ハブとしての機

能強化を重要な政策目標に位置付けた。一方，東北随一の農業産出額を誇る農業県として，

県は従来から継続的に一次産業の振興に力を注いできたが，開拓が遅れている西日本や海

外への販路拡大が喫緊の課題となっていた。 

この二つの流れを受ける形で，2014年 1月に青森県ロジスティクス戦略が策定され，そ

の戦略を具現化する取り組みとして青森県総合流通プラットフォーム「A!Premium」の運

用がヤマト運輸と青森県の共同事業として開始された。このとき，生活再建・産業復興局に

て戦略立案に携わったＦ氏が，事業開始の段階で実務を担当する県土整備部港湾空港課へ

の配属となり，「A!Premium」の活用による生産者の販路開拓支援が始まった。 

 

（２）実店舗の開設 

青森県が本格的に西日本の飲食店へのアプローチを開始した 2015年，地方の新鮮な食材

に興味を持つ可能性のある企業として，大手ビール会社を通じてＷ社が紹介された。その

後，情報交換を続ける中で 2016年 3月にＷ社による青森県訪問が実現し，Ｆ氏がコーディ

ネーターとして現地の生産者や事業者を案内した。その訪問のあと，テストマーケティング

として，2016年 6月に既存店舗での「青森フェア」を開催し，続けて 8月，12月にも季節

を変えてフェアが実施された。3回目のフェアが終了する頃には，提供した食材の評判の良

さから，Ｗ社が実店舗の開設を決断し，実現に向けてＦ氏と共に動き始めた。 

 

（３）連携の拡がり 

実店舗の開店以降も継続的にフェアは開催されているが，直近では，産地の事業者から関

西でのテストマーケティングの場としてＷ社の店舗を活用したいとの要望が出始めており，

生産者にとっての販売ツールの一つとして定着しつつある。そのほか特筆すべき動きとし

ては，青森県のある事業者が社員教育を学ぶために研修の一環でＷ社を訪れるなど，物的・
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商的な交流のみならず，人的な交流も広がっている。 

 

（４）連携の成果 

青森県とＷ社の取引規模は，2017年度で約 2,987万円である。また，実店舗の開店以降

もフェアや PRイベントは継続的に開催されている。具体的には，2017年 7月に「平内町

フェア」，11月には「下北真鱈と八戸前沖さばフェア」，2018年 2〜3月には「青森西海岸

フェア」など，合計 6回開催されている。そこでは，県全体の食材を取り扱うのではなく，

特定の地域に焦点を当てたフェアやイベントが中心となっている。 

 

３．メニュー開発とバイヤー機能における主体間関係 

 

青森県とＷ社の連携においては，メニュー開発とバイヤー機能の双方で，Ｆ氏が公私に渡

る県内の数々の人脈を駆使して全面的にサポートを行っている。図５−２に示した通り，県

庁においては自身が所属する物流担当の港湾空港課のほか，農林水産部門と観光部門が日

常的に各地域の事業者と関わりを持つことから，Ｆ氏はそれらの部署と連携を取りながら，

生産者の開拓や情報収集を行っている。また，各市町村の行政とも公務を通じて交流がある

ことから，生産者の開拓に関しては，各市町村の農林水産部門を通じて行なうこともある。 

 
図５−２ 青森県とＷ社の連携における主体間関係 

資料：聞き取り調査より，筆者作成 

(

)
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メニュー開発においては，スピード輸送と保冷一貫輸送を特徴とする「A!Premium」の

活用が非常に有効であった。従来，西日本では提供することが不可能であった出荷翌日の生

鮮品の提供が可能となったことから，関西では珍しい県内各地の海産物を積極的に神戸に

輸送し，他にはない差別化商品としている。また青森県は，西日本での「A!Premium」の

さらなる普及を目的に 2016 年に大阪分室を開設し，それと同時にＦ氏が大阪へ配属され

た。この関西における拠点の実現で，サンプルの取り寄せや試食，原価計算に至るまでＷ社

とＦ氏はさらに連携を密にしながら作業を進めることが可能となった。 

 

 

５−４．山陰地方との連携事業の展開 

 

１．連携の概要 

 

島根県松江市に本店を置く山陰地方最大の金融機関である山陰合同銀行とＷ社の連携に

より実現した地域連携型飲食店が「山陰・隠岐の島ワールド」である。連携対象地域は，山

陰合同銀行の営業圏に対応して，鳥取・島根の両県である。現在は，自治体との地域連携協

定は締結されていないものの（2018年 6月に鳥取県岩美町と山陰合同銀行，Ｗ社の三者に

よる地域連携協定締結が予定されている５）），山陰地方の食材に特化した店舗であり，Ｗ社

は，土佐清水市や青森県との地域連携事業と同じ位置付けをしている。夏は岩美町の岩ガ

キ，冬は境港市の紅ズワイガニなど，日本海沿岸で漁獲される旬の海産物を中心に，鳥取・

島根両県合わせて 109の支店（2017年 9月末現在）を持つ山陰合同銀行のネットワークを

活かして，幅広い食材を取り揃えている。 

 

２．連携店舗の実現 

 

（１）連携の背景 

山陰は中国地方に分類されるものの，特に鳥取県は京阪神に近いことから古くより関西

圏との結びつきが強く，それゆえ，関西で活動する事業者への資金援助も山陰合同銀行にと

っては非常に重要な業務であった。さらに近年は，地域経済の停滞による地元事業者の資金

需要の低下もあり，金融機関は資金支援だけでなく販路開拓等の顧客の本業支援を行うこ
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とが必要とされていた。とりわけ，山陰合同銀行の関西エリアの支店には，関西と山陰地方

という関係性を生かし，何らかのシナジーを生み出すことが求められていた。 

 

（２）実店舗の開設 

そのような状況下，2014 年 10 月に関西エリアの中核店舗である神戸支店に配属された

のがＭ氏である。そのＭ氏が新規開拓の一環で訪れたのがＷ社であり，最初の訪問で「食を

通じて郷土を活性化する」というＷ社のコンセプトに山陰とのシナジーの可能性を感じた

Ｍ氏は，その後も訪問を続けた。2度目の訪問でＭ氏はＫ社長と面会し，Ｗ社に資金需要が

あることに加え，山陰との連携の可能性を再確認したＭ氏は融資に向けて本格的な準備を

開始した。行内での入念な審査を経て，2015年 4月に融資が実行されると，山陰と神戸で

の連携事業に関して具体的な検討が始まり，まずは既存店舗でのフェアが計画された。 

その後，2015年 6月にはＫ社長を含むスタッフ 4名の現地訪問が実現したが，訪問先の

一つである隠岐の島では，現地の支店が生産者の情報を取りまとめてＭ氏に提供し，Ｍ氏が

Ｗ社を案内するという流れが採用された。これが「Ｗ社－神戸支店－現地支店－生産者」と

いう，その後の連携の基本形となり，翌年 3 月，計 10 市町の海の幸，山の幸が集められ，

「山陰・隠岐の島ワールド」が開店した。 

 

（３）連携の拡がり 

連携対象が山陰地方という広範囲に渡ることから，実店舗が開店して以降も，各地域の特

色ある食材を PR するためのフェアが神戸市の店舗で継続的に開催されている。その過程

で個々の自治体とＷ社の関係も深まり，2018年 6月には，鳥取県岩美町と山陰合同銀行と

Ｗ社の 3者による地域連携協定の締結が予定されている５）。岩美町は，アンテナショップと

しての機能を持つＷ社との連携を深めることで生産者の販路拡大や情報発信の強化につな

げ，山陰合同銀行はその協定に加わることで，支援者としての立ち位置を明確化にし，継続

的な支援への意思を示す狙いがある。 

 

（４）連携の成果 

山陰地方とＷ社の取引規模は，2017年度で約 3,606万円となっている。また，上述した

ように実店舗の開店以降もＷ社は山陰合同銀行や各市町と協力しながら，個々の市町を特

集するようなフェアを継続的に開催しており，2016年 9月から 2018年 5月までの間で，



 67 

その数は 11回を数えている。 

 

３．メニュー開発とバイヤー機能における主体間関係 

 

生産者の開拓にあたっては，図５−３のように山陰合同銀行の支店網が最大限に活用され

た。支店はすでに担当地域に多くの取引先を持っており，支店から提供される取引先のリス

トの中から，Ｍ氏がＷ社と親和性のある事業者を選別することで効率的なビジネスマッチ

ングが行われた。当時，山陰合同銀行内においては，神戸支店とＷ社の連携の動きが，将来

の地域金融機関が目指すべきモデルケースとして高く評価されており，本部の指示により

全店を挙げて神戸支店とＷ社の連携を推進する内部の体制が整えられた。 

メニュー開発においては，Ｗ社の現地訪問から実店舗の開店までの期間が非常に短かっ

たため，Ｍ氏が県内各支店に積極的な協力を仰ぎ，生産者や郷土料理の情報を集約してＷ社

に提供した。青森県のホタテや高知県のカツオの藁焼きのように，全国的に名は通っている

ものの関西での入手は困難という希少性のある食材が山陰地方には少ないため，どのよう

な食材を売り出してゆくかが目下の課題である。しかしながら，直近では，テストマーケテ

ィングの機会としてフェアを自主的に企画する自治体が現れるなど，地域の主体的な動き

も見え始めている。 

 
図５−３ 山陰地方とＷ社の連携における主体間関係 

資料：聞き取り調査より，筆者作成 

)

(
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５−４ まとめ 

 

以上の調査結果を踏まえ，地域連携型飲食店が各地に展開される上での要点と，今後さら

に拡大を継続する場合に考慮すべき課題をまとめる。 

 

１．展開の要点 

 

（１）コーディネーターの存在 

産地と外食企業の連携による飲食店事業を進める上で何より重要だったのが，Ｔ氏，Ｆ氏，

Ｍ氏のようなコーディネーターの存在である。具体的には，①コーディネーターが生産者や

食材など，産地側の情報を効率的に集約するとともに，②行政との連携を仲介することで，

メニュー開発やバイヤー機能などの飲食店運営の基幹となる業務において双方の強みを生

かす連携が可能となった。立場や所属は問わないが，まずは産地と外食企業の仲介役となる

コーディネーターの存在が地域連携型飲食店の展開には必須である。 

 

（２）産地のネットワーク 

コーディネーターの存在と並んで重要なのが，いかにコーディネーターが産地に充実し

たネットワークを有しているかである。地域連携型飲食店においては，このネットワークを

通じて生産者や食材の選定が行われるため，ネットワークの充実度がそのまま店舗の魅力

に反映されるとも言える。3つの事例では，3氏がそれぞれに商工会議所，自治体，地方銀

行を中心とする確固たるネットワークを有しており，それらを最大限に活用した生産者や

食材の探索が行われた。このコーディネーターが持つ産地のネットワークが，地域連携型飲

食店を支える重要な基盤となる。 

 

（３）フェアの有効活用 

連携店舗の実現の過程では，いずれの事例においても，実店舗の開設に至るまでの段階で，

複数回のフェアが開催されている。メニュー開発においては，まず都市部においてどのよう

な食材への需要があるかを確認することが必要である。その点，期間限定のフェアは一般消

費者へのテストマーケティングの機会として非常に有効であり，需給のミスマッチを回避

する手段の一つとなりうる。フェアを繰り返すことで地域の PRになると同時に，メニュー
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の段階的な改善が可能となる。とりわけ知名度の低い地域の食材や，都市部では通常流通し

ない産地特有の食材を提供する場合には，フェアは消費者の反応を探る有効な手立てとな

ろう。 

 

（４）地域連携協定の有効活用 

地域連携協定は，産地と外食企業が相互にコミットメントを示すとともに，明文化の過程

で，各々が果たすべき役割を明確にすることができる。たしかに山陰の事例が示すように，

地域連携協定がなければ店舗運営ができないわけではない。しかしながら，土佐清水市の活

魚車の事例のように，協定があることで自治体が行政的な支援を行いやすくなるケースも

あり，消費者にとっても信頼性を担保する一つの手段となりうる。鳥取県の岩美町が改めて

締結の準備を進めているように，地域連携協定は必要に応じて活用することが望まれる。 

 

２．連携における課題 

 

（１）属人性への対応 

地域連携型飲食店においては，コーディネーターの存在が非常に重要であるがゆえに，産

地との関係性が属人的なものになりうる危険性がある。産地のネットワークが店舗の魅力

に直結する以上，現状のネットワークを段階的に組織内外で共有し，人事の変更等にも対応

する備えが必要である。その点，山陰の事例のように，情報の伝達経路をシステム化するこ

とは連携の継続性を担保する上で非常に重要である。 

 

（２）範囲と関係性のトレードオフ 

連携の範囲と個々の地域との関係性の強さにはトレードオフの関係が見られる。土佐清

水市のような限定的なエリアであれば，産地との関係性は非常に強くなるものの，食材の選

択肢は限られたものとなる。一方で，山陰のように連携が広範囲に渡れば取り扱える食材は

多様になるものの，個々の産地や生産者が連携のメリットを享受するのが困難となる。それ

ゆえ，事業の展開にあたっては，生産者と消費者の双方にとって魅力的な連携の範囲を十分

に考慮する必要がある。 
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（３）個々の地域へのコミットメントの低下 

今回取り上げた 3 つの事例では，店舗の売上高，各産地との取引規模も順調に増加して

おり，各産地に対するＷ社のコミットメントの低下も見られていない。しかしながら，今後

もＷ社が連携地域を増加させた場合，一部の地域においては経済的な成果の停滞やコミッ

トメントの低下の可能性も考えられる。上述の範囲の設定と合わせて，一つの外食企業にと

って適正な連携対象地域の数も将来的には課題となろう。 

 

 

【注】 

１）櫻井（2015）参照。 

２）幡多地域は，土佐清水市以外に，四万十市，宿毛市，黒潮町，大月町，三原村で構成されて

いる。 

３）Ｗ社の 2017年度（会計年度）は，2016年 12月 1日から 2017年 11月 30日である。 

４）「A!Premium」は，青森県内の登録事業者が利用できる，小口混載による共同物流の仕組み

である。通常の宅急便の幹線輸送とは別の輸送経路が構築されており，結果的に青森県か

ら翌日午前中に配達できるエリアが人口カバー率で 7.5%から 84.7%へと拡大した。 

５）実際，2018年 6月に三者による連携協定が締結された。 
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第６章 

 

 

Ｗ社の地域連携事業の運営と主体間関係の実態 
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６−１ はじめに 

 

第 5 章では，地域連携型飲食店の特性を述べた上で，Ｗ社と各地域の連携事業を比較分

析し，展開の要点を考察した。続く本章では，特にＷ社と土佐清水市の連携の実態をより詳

細に分析することで，Ｗ社の地域連携による飲食店事業が，どのような役割分担や連携関係

によって想定される課題に対応し，「コト消費」ニーズに応えてきたのかを考察する。 

 

１．背景と目的 

 

第 5 章でも触れたように，近年，農林水産業においては，他産業との連携を深めること

で，地域の所得拡大と雇用の確保につながる高付加価値化を実現することが求められてい

る。また，農山村地域の行政においては，地域の基盤となる一次産業の振興のために，都市

部にアンテナショップをはじめとする交流拠点を設け，地域の特産品を販売すると同時に，

消費者のニーズを把握するような動きが拡がり続けている１）。一方，都市側でも，2000 年

代以降，安心安全な食を求める消費者の声の高まりに応じて，産地との関係性を差別化戦略

の一つとして強調する動きが見られるようになってきた。 

このように農山村側，都市側からの相互のアプローチは強まっているものの，実態として

は一次産業と外食企業の連携はいまだ活発な状況とは言えず（伊藤，2012），都市・農山村

間の関係主体の連携の拡大には，なお課題があるのが現状である。 

想定される具体的な課題の一つは，連携主体のマッチングと，それを連携事業として具現

化するプロセスである。これらについては農商工連携事業などでも繰り返し指摘されてい

るものの，コーディネーターやプラットフォームの必要性など施策的な指摘にとどまり，個

別具体的な対策や手続きは明らかにされていない。 

二つ目の課題は，安定的な食材の供給体制の構築と流通コストである。櫻井（2010）など

の指摘を待つまでもなく，遠隔地の単一産地との直接取引においては，常にこうした問題に

直面する。 

それらを踏まえた上で，第三に課題となるのが，連携する主体間の適切な役割分担である。

各主体の強みと弱みを相互に補完し，連携事業を効果的なものとする役割分担のあり方を

示すことが求められている。 

以上のことから本章では，Ｗ社と土佐清水市の連携による飲食店事業の運営や主体間関
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係の実態を明らかにするともに，上述した 3 つの課題に対する解決の方策を考察すること

を目的とした。Ｗ社は，第 5章で示したように，複数の地域と連携しながらそれぞれ異なる

ブランドで飲食店を展開しているが，本章では最も関係が長期に渡り，広範な展開を見せて

いる土佐清水市との連携事業を分析対象とした。 

 

２．調査の方法 

 

調査の方法としては，上述の視点と目的のもと，Ｗ社から提供されたデータおよび資料を

精査した上で，連携事業に関与する各主体への聞き取り調査を実施した。Ｗ社へは，担当者

へのヒアリングを中心に行った 2017 年 6 月および 8 月の 2 回と，代表取締役へのヒアリ

ングを中心に行った 6月の合計 3回の訪問に加え，適宜，電話や Eメールで追加調査を行

った。また，連携地域である土佐清水市へは，2017年 9月に訪問をし，現地の主要な関係

主体である，土佐清水市観光商工課，土佐清水商工会議所，窪津漁業協同組合，高知県漁協

清水統括支所，新谷商店らへ，聞き取り調査を実施した。 

 

３．対象事例の概要 

 

（１）株式会社Ｗ 

Ｗ社は，兵庫県神戸市に本社を置き，「土佐清水ワールド」などの飲食店 24 店舗（2017

年 9月末時点）を運営する外食企業である。会社の設立は 1996年であるが，現在中核をな

している飲食店事業の開始は 2002年であり，以後，年に平均 1店舗のペースで出店を続け

てきた。ほとんどの店舗を神戸市三宮周辺に集中的に出店する戦略はＷ社の特徴の一つで

ある２）。「食によって，郷土と地域をつなぎ，ニッポンの風景を熱くする」の理念のもと，

飲食店の立場から地域の課題解決に向き合う姿勢を事業開始当初より示しており，近年は，

店舗運営のみならず，インターネット通販や B to Bでの食材流通，生産者と連携した商品

開発など，食を基軸とした事業展開を進めている。 

店舗の内訳は，Ｗ社が地域連携協定店もしくは地域連携強化店と呼び，生産者に加え自治

体との緊密な連携をベースに，飲食店として特定地域の食材を提供するとともに店頭に物

販や情報発信のスペースを設け，アンテナショップとしての機能も有する飲食店（以後，地

域連携型）が 10店舗，それ以外の郷土料理店が 14店舗である。 
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地域連携型の業態は，2015年度より展開を開始し，土佐清水市，青森県，山陰地方（島

根県・鳥取県）と連携先を増やしながら３），2017 年 9 月末時点で 10 店舗を数えている。

図６−１に直近 7年間（11月期決算）のＷ社の店舗総売上の推移を示した。2016年度の店

舗総売上は約 15億 9,100万円であり，そのうち地域連携型の総売上は約 4億 9,800万円と

なっている。2017 年度の売上は 9 月末までの 10 ヶ月間の数値であるが，地域連携型の売

上はすでに約 7億 6,600万円と前年度を超える成長を見せている。 

また，Ｗ社は全店舗を対象としたポイントカードシステムを導入しており，現在会員数は

7万人を超える。そのうち，1年に 2度以上，店舗に足を運んだ会員には無料で月刊の会員

情報誌を送付しており，Ｗ社と顧客をつなぐ貴重な情報伝達手段となっている。現在の発行

部数は約 2万部である。 

 

（２）土佐清水市（高知県幡多地域） 

土佐清水市は，高知県の西南部，四国の最南端に位置し，北は四万十市と三原村，西は宿

毛市と大月町に隣接している。この 5市町村に，四万十市の東に隣接する黒潮町を加えた 6

市町村で幡多（はた）地域を形成している。 

市の面積は，266.34km2で，ほぼ全域が足摺宇和海国立公園に含まれる。黒潮が近海を流

 
図６−１ Ｗ社の売上と店舗数の推移 

資料：Ｗ社の内部資料より，筆者作成． 
注１）決算年度は，12月から翌年 11月までの 1年間． 
注２）2017年度は，9月末までの 10ヶ月間の数値． 
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れることから，古くから水産業を基幹産業として発展し，清水漁港は現在も県内有数の水揚

げ高を誇っている。とりわけ，足摺岬沖の岩礁域で一本釣りされた大ぶりのゴマサバは「清

水さば」というブランド名で県内外に販売されており，また，マルソウダ（高知県内ではメ

ジカと呼ばれる）を原料とする宗田節の生産量では日本一となっている。人口は，3万人を

数えた 1950年代のピーク時から半減し，2017年 8月現在では 14,108人となっている。世

帯数は 7,466世帯，高齢化率は 45.9%である４）。 

 

（３）連携による飲食店事業の概要 

Ｗ社と土佐清水市の各主体の連携による飲食店事業は，「土佐清水ワールド」というブラ

ンドで展開されている。特産品である清水さばやカツオ，長太郎貝など，土佐清水沖で獲れ

た新鮮な海産物を神戸に直送し，各店舗で郷土の味を提供している。2015年 6月に 1号店

の開店にあたって，Ｗ社と土佐清水市の間で地域連携協定を締結し，それに基づいて店内に

は特産品の販売コーナーを併設し，土佐清水市のアンテナショップとしての機能も果たし

ている。「土佐清水ワールド」への高い評価を背景に，2017年には，幡多地域 6市町村の活

性化を目的とした新業態の「土佐清水ワールド 幡多バル」の営業を開始するなど，積極的

な店舗展開を続けている。2017年 9月末時点で神戸市内に 5店舗，東京都内で 2店舗の合

計 7 店舗が運営されており，表６−１に示す通り，2017 年度の売上高は 9 月末までの数字

で約 5億 8,600万円となっている。 

店舗が順調に営業を続ける中，2017年には新たな取り組みとしてＷ社と土佐清水市との

共同企画による土佐清水訪問ツアーが実施され，Ｗ社の常連客など約 20名が参加した。ま

た，同年秋には土佐清水市民が神戸の土佐清水ワールドを訪問するツアーも実施され，店舗

を超えた相互交流が生まれつつある。 

 

表６−１ 土佐清水市との連携店の売上と店舗数の推移 

 
資料：Ｗ社の内部資料より，筆者作成． 
注１）決算年度は，12月から翌年 11月までの 1年間． 
注２）2017年度は，9月末までの 10ヶ月間の数値． 
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６−２ 連携の契機と飲食店事業の展開プロセス 

 

１．連携の契機 

 

連携の契機は，2010 年 11 月，土佐清水商工会議所の経営指導員（当時）であったＴ氏

と，Ｗ社をよく知るコンサルタントの I氏が，広島県で開催されたセミナーで出会ったこと

である。当時，地域経済の縮小を背景に，Ｔ氏は会員事業者の県外での販路開拓の支援に取

り組んでいた。そこで，Ｗ社が食を通じた地域の課題解決という理念のもと「長門フェア５」」

を開催するなど，地域との連携事業を積極的に推進していることを知ったＴ氏は，すぐにＷ

社にコンタクトを取ることを試みている。以降，Ｔ氏は「土佐清水フェア」の開催を念頭に，

熱心にＷ社への情報提供を続け，2012年 1月に，Ｗ社の K社長を含むスタッフ 4名の初の

土佐清水市訪問が実現した。その際，Ｔ氏は地元の宗田節加工業者など約 10ヶ所の生産現

場を 3 日間かけて案内し，その上でＷ社と生産者の交流会を企画するなど，互いの顔が見

える関係を作り出すための現地コーディネートを行っている。結果的には，この訪問以降現

在に至るまで，年に 1〜2回の頻度で土佐清水市の生産者とＷ社のスタッフが双方の現場を

行き来する関係性が継続している。 

このように，マッチングにおいては，まずＷ社の理念と商工会議所の外商ニーズが合致し

た点が挙げられるが，土佐清水市の生産者を束ね，産地とＷ社の間を取り持つコミュニケー

ションハブとして，人的な交流を支えたＴ氏の存在が，継続的な関係の構築に大きく寄与し

ている。 

 

２．イベント試行と実店舗開店 

 

初訪問において土佐清水市の食材と生産者の想いに感銘を受けたW社は，神戸に戻った

あと，すぐに「土佐清水フェア」の企画を始め，翌月には既存店舗でのフェアを実現してい

る。先の訪問で交流のあった生産者の商材はそのとき全て取引されたが，消費者の反応が予

想以上だったことから，その後，フェアは年に 1回の定例的なイベントとなり，季節を変え

て毎年開催されることとなった。また，フェアとは別に，既存の店舗でも土佐清水沖の鮮魚

やだし醤油などが扱われるようになり，複数の生産者とＷ社の継続的な取引が始まった。 

土佐清水市に特化した飲食店を作るという話が浮上したのは，2015年 1月の数度目とな
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るＷ社の現地訪問の際である。フェアや店舗での食材の評判の良さから，会食の席において

実店舗開設への言及があった。まもなくして神戸市で適当な物件が見つかり，K社長からそ

の報せを受けたＴ氏は，地元で核となる 5 人のメンバーに意思確認を行い，Ｗ社との連携

促進に向けて全員の意見が一致したことで，土佐清水に特化した飲食店の構想が具体的に

動き始めた。3月上旬には，その 5人が商品提案書を携えてＷ社を訪問し，メニューの検討

が始まっている。また，新店舗の名称は最終的に「土佐清水ワールド」に決まり，2015年

6月 17日，Ｗ社と土佐清水市の連携による飲食店の 1号店が三宮に実現した。 

以上のように，フェアは各々の食材に対する消費者の反応を確認するためのテストマー

ケティングの機会として機能しており，またフェアを繰り返すことで，新メニューの開発や

食材の集荷，輸送方法の改善の機会としても活かされている。このような段階的な事業化

は，実店舗の開店という大きな投資に対して，リスクを軽減する効果を発揮している。 

 

３．地域連携協定の締結 

 

連携が進展する過程で考案されたのが，地域連携協定の締結である。実店舗の開店を前に

して K 社長よりＴ氏へ提案があり，Ｔ氏が仲介する形で行政への打診が行われた。市では

他県の事例を参考に表６−２のような連携項目を作成し，市長の全面的な支援のもと，2015

表６−２ 地域連携協定の一部抜粋 

 
資料：Ｗ社の資料より，筆者作成 
注１）甲は土佐清水市，乙はＷ社 
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年 5月 11日に土佐清水市とＷ社の地域連携協定が締結された。協定では，土佐清水市から

Ｗ社への食材提供のみならず，Ｗ社が地域の情報発信や観光 PR および地元への誘客を実

践することなどが定められている。 

このとき，前例のない地域連携協定を進める上で重要だったのが，Ｗ社の姿勢と実績であ

る。市としては，行政における公共性，公平性の観点からＷ社のような地域外の企業と個別

に連携を結ぶのは容易ではない。しかしながら，Ｗ社が商取引だけでなく継続的に人的な交

流を行っていたこと，また市内の特定事業者のみと取引をするのではなく農産物等へと取

り扱いの幅を拡げていたことなど，長期に渡って積み重ねた実績が，広く土佐清水市の活性

化に資する企業との評価につながり，協定が実現した。 

このようにして締結された連携協定は，Ｗ社にとっては消費者に対して産地との強い関

係性を示すシンボルの役割を果たし，土佐清水の各主体に対してはコミットメントを示す

ことになり，さらなる信頼の醸成に寄与した。一方で，行政にとっても政策的な支援を行う

際の後ろ盾として活用できるなど，各方面において好循環が生まれている。 

 

 

６−３ 食材供給体制と流通 

 

１．食材供給を安定化する取り組み 

 

鮮魚の取引においては，Ｗ社はある程度の量のみを指定した発注を行い，魚種の選定を漁

協に一任することで，漁獲の変動に伴う産地側の負担を減じている．また，消費地において

は三宮周辺に集中的に出店し，産地からの食材を一旦セントラルキッチンに集約した上で，

各店舗に配送することで，各店舗での需要の増減に対して，店舗間で需給の調整を行い，柔

軟に対応できる体制を整えている。 

また，2012 年に初めて「土佐清水フェア」を開催した頃には 20 種類ほどだった取扱商

品は，現在では鮮魚，青果，宗田節や調味料などの加工品，約 100種類にのぼっている。そ

の際，市場ではなく生産者との直接取引によって主な食材を調達する「土佐清水ワールド」

では，店舗の増加に合わせて，生産者の開拓や食材の探索を継続的に行う必要があった。こ

の対応に関しては，地域にネットワークを有するＴ氏が中心となり，行政や生産者と連携し

ながら，新たに必要となる食材や生産者の情報をＷ社に提供し，取引量を増大させていっ
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た。店舗網の拡大とともに土佐清水市とＷ社の取引は年々増加しており，2017年 9月時点

で月間の取引額は約 1,500万円に達し，常時約 20の生産者がＷ社に出荷している。 

このように，不安定な漁獲に伴う産地側のリスクに関してはＷ社が積極的に吸収し，一方

で食材の探索に関しては産地側が協力してＷ社の負担を抑えるなど，双方の強みを生かす

ことで持続的で安定的な食材供給の関係を構築している。 

 

２．活魚車の導入 

 

流通に関しては，加工品を土佐清水で一旦集約する動きも生まれつつあるが，基本的には

個々の生産者や事業者からＷ社へ直送されている。その中で，特筆すべき動きは活魚車の導

入である。その背景には，従来から提供していた絞めた状態の清水さばではなく，より郷土

の味に近いものを都市部の消費者に提供したいという産地側の要望があった。2016年 3月，

3号店の開店計画に合わせ，行政と高知県漁協清水統括支所が協力し，活魚車の導入が決定

された。加えて，新店舗には大型の生けすが設置され，活魚の清水さばを神戸に輸送できる

体制が整った。費用の約 1,500万円は，市が国の地方創生交付金を活用し，活魚車の所有者

となる高知県漁協清水統括支所に全額補助した。運行に係る経費に関しても，特産品の PR

という目的で，当初は一部が公的な資金によって補助されている。 

以上，流通面においても，地域連協定を背景に，行政が公的な負担によって土佐清水の事

業者とＷ社の連携の取り組みを支援しており，結果，これまで四国内でしか扱われていなか

った活魚の清水さばが神戸市内で提供可能になるなど，店舗の付加価値の向上に貢献して

いる。 

 

 

６−４ 地域連携における役割分担 

 

Ｗ社と土佐清水市の地域連携による飲食店事業における各主体の役割分担について，齋

藤・清野（2014）で示されるフードサービス業の構成機能を参考に整理したのが表６−３で

ある。 

まず出店計画においては，店舗内への生けすの導入や宗田節に特化した店舗の開店など，

Ｗ社と土佐清水市の連携が深まるにつれて，コンセプト作りや店舗デザインに産地側の意
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見が反映されるようになった。 

立地調査やマーケット調査など，消費者の動向に直結する都市部の情報取得はＷ社が担

っているが，店舗で提供する食材やメニューに関しては，できる限り郷土の味に近づけたい

というＷ社の意向から，土佐清水商工会議所や生産者らも積極的にアイデアを提供してい

る。一方，食材の探索に関しては，現地に強固なネットワークを持つ商工会議所が中心とな

り，市役所の農林水産課や生産者らと連携しながら，食材の提供者をとりまとめてＷ社に紹

介している。 

仕入，調理，フロアサービス等の飲食店における基幹的な業務と，物件取得や店舗改修，

賃料や光熱費負担などの店舗維持管理はＷ社が行うが，販売促進に関わる各業務に関して

は，地域側との強い協力体制が築かれている。産地側の各主体が収集した地域の情報はＷ社

をはじめ各主体が共有しながら WEB 等で積極的に情報発信をし，広報や広告宣伝に関し

表６−３ 各主体の役割分担 

 
資料：齋藤・清野（2014）を参考に聞き取り調査より筆者作成． 
注１）生産者は，鮮魚の出荷者である窪津漁協や高知県漁協清水統括支所，新谷商店らを指す 

)

1 (
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ては，自治体が地元の報道関係者や県人会への案内を担当し，Ｗ社が主に都市部のマスメデ

ィアに広報している。 

このように，立地調査や物件取得，店舗運営など，飲食店としての基幹的な業務は従来ど

おりＷ社が担当しているが，とりわけ食材探索や地域情報発信など，産地が強みを発揮でき

る業務においては，土佐清水市の各主体への機能分担が行われている。また，店舗デザイン

やメニュー開発に産地側が携わることで，Ｗ社単独では困難な郷土の風景や味の再現が可

能となり，消費者への訴求力につながっていると考えられる。広報に関しても，Ｗ社が都市

部，行政が産地側を担当することで，双方が単独ではアクセス困難な層への周知が可能とな

り，店舗の集客力に寄与したと考えられる。 

 

 

６−５ まとめ 

 

１．各主体の連携関係 

 

以上の分析結果を踏まえ，Ｗ社と土佐清水市の主体間の関係を示したのが図６−２である。

 
図６−２ 地域連携による各主体の連携関係 

資料：聞き取り調査より筆者作成 
注１）生産者の中で核となるメンバーが．食材提案等を行った 
注２）ポイントカード会員のうち，1 年に 2 度以上，店舗に足を運んだ会員に無料で月刊の会員情報誌が

送付される 
注３）実線は各主体，二重線はＷ社の事業を表す 

WEB

2)

1

)
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前節で示したフードサービス業の役割分担に関しては，食材研究やメニュー開発，食材探索

において，生産者や商工会議所からＷ社への情報提供が行われている。また，行政も，Ｗ社

に対して食材探索や地域情報の提供を行っている。Ｗ社は，店舗運営と同時に，販売促進の

ための広告宣伝を行っているが，情報発信や広報に関しては，産地側の各主体も各々が持つ

ネットワークに情報を提供することで，店舗への集客につなげている。その他，Ｗ社と行政

は，会員情報誌の作成やツアー企画を共に行っており，店舗運営をきっかけに連携が拡がり

を見せている。 

 

２．連携課題への対応 

 

以降では，本章で設定した連携課題について，Ｗ社ならびに土佐清水市の各主体の対応を

改めて整理するとともに，事業運営や主体間関係の実態から，地域連携による飲食店事業の

今後のさらなる展開への要点として考察を加えながらとりまとめる。 

 

（１）仲介者によるマッチングとイベントでの試行 

まず，マッチングと事業化の課題に関してであるが，マッチングにおいては，産地と外食

企業のコミュニケーションの基点となる仲介者の存在がとりわけ重要である。仲介者が，双

方のニーズを汲み取り，調整を行い，継続的な人的交流の基盤となることで，各主体間の信

頼の醸成が促進される。そのように構築された信頼を担保し，連携を持続するためには，協

定のような明示的な承認が，関係主体間のみならず対外的にも非常に有効であろう。事業化

のプロセスでは，イベント等での試行を通じた，段階的なプロトタイピングがリスクの低減

に効果的であると考えられる。 

 

（２）需給のミスマッチを解消する工夫と政策的支援 

食材供給体制と流通の課題に関しては，まず産地の負担を軽減するために，発注や加工，

調理などいずれかの段階において需給のミスマッチを調整する仕組みが必要である。本事

例においては，Ｗ社の三宮駅周辺へのドミナント出店が需給の調整機能を果たした。そうい

った仕組みを用意した上で，食材の探索や生産者の開拓で産地との協力体制を築けば，安定

的な食材供給が期待できる。流通面での政策的な支援は，遠隔地との取引であればあるほど

消費者への付加価値の提供につながり，差別化戦略の一つとして有効に機能すると考えら
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れる。 

 

（３）強みを生かす適切な役割分担 

役割分担の課題に関しては，飲食店の業務のうち，地域の情報に関連する部分においては

産地の各主体に役割を分担することで，各々の強みが発揮される。また，各主体によって異

なるネットワークを有する場合には，それぞれが広報や情報発信を行うことで，連携全体で

の発信力の強化につながる。産地と外食企業の双方の強みと弱みを補完する適切な役割分

担を行うことが事業の成功確率を高めるが，その際にも上述のコーディネーターの役割が

重要となる。 

 

以上のように，地域間の連携において想定される課題に対して，Ｗ社ならびに土佐清水市

の各主体は各々の強みを活かしながら，連携による飲食店事業として一定の成果を挙げて

いる。産地の多様な主体との連携により，都市部の店舗において非日常的な郷土の体験を提

供する運営スタイルが，情報や体験の機会といった「コト消費」を求める消費者に対して有

効に機能した。さらには店舗での飲食の提供だけではなく，物販やイベントによる産地の情

報提供，新たな動きとしてのツアーの実施は，店舗を単なる食材提供の場から，農山村と都

市を結ぶ交流の場，すなわち生産者と消費者をつなぐプラットフォームへと変化させつつ

あると見ることもできる。 

Ｗ社では，土佐清水市との連携を契機として，5章で述べたように青森県や山陰地方へと

地域連携が拡がりを見せており，都市部での販路拡大や人的交流に課題を抱える農山村地

域と，生産者との関係を強めることで競争力強化を図りたい外食企業の双方にとって，地域

連携による飲食店事業は今後の展開を期待できるビジネスモデルであると言えよう。 

 

 

【注】 

１）一般財団法人地域活性化センターが発表した「平成 28年度自治体アンテナショップ実態調

査報告」によると，2016年 4月 1日現在の東京都内の店舗数は 65を数え，2001年以降，

増加の一途をたどっている。 

２）店舗立地の内訳は，神戸市内に 21店舗，東京都内に 2店舗，大阪市内に 1店舗であり，神

戸市内の店舗は三宮・元町周辺に集中している。 
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３）山陰地方とはまだ連携協定は締結していないものの，Ｗ社は地域連携強化店と名づけ地域

連携協定を締結済みの土佐清水市と青森県と同業態に位置づけている。 

４）土佐清水市の面積や人口に関する数値は，市のHPより最新の情報を引用した。 

５）長門は，山口県長門市のことである．Ｗ社は，当時から関係のある地域から産地直送の食

材を仕入れ，既存店舗でフェアを開催していた。 
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第７章 

 

 

産直ビジネスにおけるプラットフォームの設計 
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７−１ はじめに 

 

	 以上，第 3章から第 6章を通じて，「食べる通信」と「Ｗ社の地域連携事業」の事業モデ

ルの特性や展開の要点，運営の実態を明らかにした。本章では，プラットフォーム設計の視

点から，両事例がどのように設計されているかを比較分析し，現代的な産直ビジネスの特徴

と産直ビジネスのプラットフォーム化についての考察を行う。 

 

１．背景と目的 

 

近年，「モノ消費からコト消費へ」と表現されるような消費の質の変化が見られている。

農産物流通においても，農産物の物質的な価値のみならず，それに付随する文脈にも価値を

見出す消費の質の変化が見られており（中嶋，2012），この流れの中で，情報や体験の共有，

を通して生産者と消費者がつながる場所や機会を提供しながら商取引を行う産直ビジネス

が登場し，消費者の支持を集めている。「食べる通信」や「Ｗ社の地域連携事業」はその一

例と言えよう。 

これらの取り組みが過去の産直ビジネスと異なるのは，生産者と消費者の交流を前提と

して求めるのではなく，場所や機会を提供することで，蓋然的に生産者と消費者の交流が生

まれることを期待している点である。この「場所や機会を提供することで，関係主体の交流

を促進し，新たな価値を創造する」というのは，近年，経営学の分野で研究の進むプラット

フォームを提供する行為と捉えることができる。産消提携などの原初的な産直ビジネスで

は，消費者と生産者が相互的交渉を不断に行うことが前提条件とされたため（野見山，1997），

取引を継続する上での双方の負担が大きく，衰退の一因ともなった。一方で，新たに登場し

た産直ビジネスは，場所や機会を用意することで，モノに付随する情報や体験の共有を通し

た「コト」の提供を行い，生産者と消費者の交流と商取引を生み出そうとしているのである。 

そこで本章では，プラットフォーム研究の成果を援用し，産直ビジネスの構造的な変化に

ついての分析を試みる。まず，次節においてプラットフォーム研究の変遷を概観し，本研究

において用いるプラットフォームの概念を規定する。その上で，続く第 3 節，第 4 節にお

いて，「食べる通信」と「Ｗ社の地域連携事業」という二つの事例が，プラットフォーム設

計の視点からは，それぞれどのように設計され，どのように機能しているのかを明らかにし

た。そして，その分析結果を踏まえて，産直ビジネスにおけるプラットフォーム設計上の要
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点について考察を行った。 

なお，農業・食品産業分野に関してプラットフォームの視点を援用した研究は，農福連携

において複数の事例を比較分析した小柴・吉田（2016）があるが，産直ビジネスに関してプ

ラットフォーム設計の視点を援用した分析はまだ見られていない。 

 

２．調査の方法 

 

調査の方法としては，従来の産直ビジネスとの相違点を丹念に探るために，各事業の中核

を担う人物への聞き取り調査を中心に行った。「食べる通信」に関しては，2014年 12月よ

り考案者である高橋氏を含む主要な編集長との対話や意見交換を継続的に続け，そこで得

られた証言や資料の精査，筆者の実践を基に分析を行った。	

一方，Ｗ社の連携事業に関しては，Ｗ社から提供された資料を精査した上で，2017 年 6

月に 2回，それぞれ 1〜2時間程度の聞き取り調査を代表取締役と担当者に対して行い，続

けて 8 月に再び担当者への聞き取り調査を実施した。その後，適宜電話や E メールで追加

調査を行っている。調査におけるデータに関しては，事業構造と経営状況，参加主体や各々

の役割，農産物の流通経路と消費者への情報伝達経路，生産者と消費者の交流などを，非構

造化インタビューにて収集した。 

 

３．分析の視点 

 

本章では，次節で詳述する國領（2011）のプラットフォームの定義と設計変数を用いてデ

ータを整理し，分析を進めている。國領は，地域活性化のための情報システムや SNSにま

で対象を広げた上で，プラットフォームを「多様な主体が協働する際に，協働を促進するコ

ミュニケーションの基盤となる道具や仕組み」と定義し，さらに，プラットフォームが設計

可能な人工物である点を強調して，設計のための 5 つの主要変数を提示した。その主要変

数が，①コミュニケーション・パターンの設計，②役割の設計，③インセンティブの設計，

④信頼形成メカニズムの設計，⑤参加者の内部変化のマネジメント，である。第 3節，第 4

節の事例分析では，この 5つの観点から各々の事例を詳細に分析した。 
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７−２ プラットフォーム研究の変遷 

 

	 近年，プラットフォームという用語を頻繁に目にするようになった。国や地方自治体の政

策にも登場し，学術論文においても用いられるようになったものの，論者によって，また文

脈によってその意味する内容は異なっており，統一的な見解は定まっていない。そこで本節

において，プラットフォーム研究の変遷を整理し，本研究で用いる「プラットフォーム」の

定義を明確化する。 

 

１．プラットフォームの定義 

 

（１）共通の基盤を提供する役割と相互作用の場を提供する役割 

プラットフォームの概念は，まずプロダクト開発の分野において広く用いられ始めた。プ

ロダクト設計における共通基盤を指す用語として，とりわけ自動車産業において活用が早

くから進み，続いて，コンピューター産業や IT産業で用いられるようになった。 

当時，学術研究の分野でプラットフォーム概念の定義づけを試みたのが出口（1995）で

ある。出口は，その基盤を形成する機能に着目して，「サービスの提供者とサービスの利用

者の結び付きを可能とするような基本的なサービスを提供してくれる設備やシステム，あ

るいはその規格」をプラットフォームと定義した。 

同じころ，今井・國領（1994）はプラットフォームが生み出す相互作用をより強調し，

「誰もが明確な条件で提供を受けられる商品やサービスの供給を通じて，第三者間の取引

を活性化させたり，新しいビジネスを起こす基盤を提供する役割」としている。このように

プラットフォーム研究は，まず共通の基盤を提供する役割と相互作用の場を提供する役割

という二つの側面から発展を遂げることとなった。 

 

（２）基盤機能と媒体機能の統合的解釈 

経営学の分野においてこの二つの側面の整理，統合を試みたのが根来・加藤（2010）であ

る。根来・加藤は，前者を基盤型プラットフォーム，後者を媒介型プラットフォームと表現

したが，こうした区別はどちらの機能に注目するかであって，一般的にプラットフォームと

いうものは基盤機能と媒体機能の両方の機能を具備していると論じた。そして，このように

区別をした上で統合的な解釈を試み，プラットフォームを「各種の補完製品・サービスや補
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完コンテンツとあわさって顧客の求める機能を実現する基盤になり，プレイヤーグループ

間の意識的相互作用の場となる製品やサービス」と定義づけた。 

また，根来・足代（2011）は，経営学におけるそれまでのプラットフォーム論研究の系譜

を，表７−１のように，①プラットフォーム技術・部品論，②プラットフォーム製品論：基

盤型 PF論，③プラットフォーム製品論：媒体型 PF論の 3つの流れに分けて整理した。①

に関しては，前項で指摘したような自動車産業を出自とする製品開発におけるプラットフ

ォーム戦略が研究の中心であり，②に関しては，補完製品や補完サービスが存在する製品や

サービスが議論の対象としている。また，③に関しては，異なるユーザー間の仲介，および

コミュニケーションや取引の媒介などの機能を持つサービスが対象となると指摘した上で，

さらに②と③の融合による「社会プラットフォーム論」への展開を，今後の発展方向として

提示した。 

 

（３）プラットフォームの拡張的な解釈 

これまでの研究の多くは，ある業界の製品やサービスを対象としたものであったが，図７

−１のように，新たにプラットフォームの対象を社会インフラにまで拡張して分析を試みた

のが國領らである。 

國領（2011）は，プラットフォームを「多様な主体が協働する際に，協働を促進するコミ

ュニケーションの基盤となる道具や仕組み」と定義し，プラットフォームが持たらす効果と

して「ネットワーク外部性」と「創発的な価値創造」の 2つを挙げた。前者は，「プラット

フォームがつながりをつくることで，個々の主体が持つ力が単純な和を超えて，相乗効果で

二次関数的に大きな力となる現象」とし，後者を「必ずしも特定の帰結をあらかじめ想定す

表７-１ プラットフォーム技術・部品論と製品論 

 
資料：根来・足代（2011）より 
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ることなく，多くのプレーヤーが活動しているうちに，多様な資源が結合して予想もしなか

った新しい価値が次々に生まれる状態」としている。 

さらに國領は，プラットフォームが設計可能な人工物である点を強調し，設計のための主

要変数として，以下の 5つを提示した。 

①コミュニケーション・パターンの設計（情報経路の観点から，プラットフォームへの参

加者や行われている行為がどのようにつながるかの検討） 

②役割の設計（プラットフォームの運営者，参加者のそれぞれの役割についての調整） 

③インセンティブの設計（プラットフォームの存立条件であり，提供する付加価値そのも

の。個々のインセンティブを満たしながら全体の利得を高めるマネジメント） 

④信頼形成メカニズムの設計（効果的なつながりが生まれるための必要条件） 

⑤参加者の内部変化のマネジメント（参加者自身の変化） 

 

以上，プラットフォーム研究の変遷を概観してきたが，本研究では國領の定義と主要変数

を分析の視点として援用することとする。その理由としては，國領の研究が個別の産業の枠

を超え，プラットフォームの対象とする幅が広いことに加え，それまでの研究では焦点の置

かれてこなかった設計変数に着目した点にある。今後も社会や消費者の変化に伴って対応

が求められる産直ビジネスにおいて，ビジネス自体を設計可能なプラットフォームと捉え，

 

図７−１ プラットフォームの拡張 

資料：筆者作成 
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時代の変化に対応した事業モデルを構築する観点からは，この設計変数を用いた分析が最

適と考えたからである。 

 

２．食農分野におけるプラットフォーム 

 

国内の食農分野において「プラットフォーム」という用語が最初に登場したのは，農業経

営を支援する情報システムの開発や導入を議論した南石（2002）の研究においてであるが，

その後，フードシステム学会によって主導された産業クラスター論や農商工連携の論議の

中で，プラットフォームの概念が頻繁に用いられている。 

近年，自治体や生産者団体等が産地振興を図る上で食品加工業や外食産業等との連携が

重要となる一方、中小企業の比率が高い地域の食品産業においても、自らの競争力強化のた

めに、地元の農業や異業種と連携することで、商品の差別化・高付加価値化を図ることが期

待されている。このような一定の地理的エリア内で関連する産業間の連携を深化させ、新製

品・新事業の創出につなげるために、食料産業クラスターの形成，展開からプラットフォー

ムの重要性が論じられるようになった。 

急速なグローバリゼーションの中で，食品産業と農業を活性化させるためには，食料産業

クラスターを形成し，異なる経営資源を保有する両者が戦略的に連携することによる競争

力の向上が期待された。さらに斎藤（2010）は，地域の農業と食品・関連企業の両方が衰退

していれば，地方自治体が主導的に農商工連携のためのプラットフォームの形成や戦略構

築を図るべきだと指摘した。ここにおいて，プラットフォームは，地域の生産者，食品・関

連企業，農協，自治体が知識の集積と連携する「場」としての役割を与えられている。ただ

し，プラットフォーム概念についての論理的な説明は不足している。 

直近の成果では，小柴・吉田（2016）が國領（2011）の定義や設計変数を用いて，各地

域における農福連携の取り組みをプラットフォームの視点から分析し，コーディネーター

の重要性を指摘した。また，後藤（2017）は農業におけるオープンイノベーションとプラッ

トフォームの役割を国内外の事例をもとに詳しく考察している。そこでは，プラットフォー

ムをユーザーとユーザーのコミュニケーションを媒介することで価値を生み出す場（価値

共創の場）として整理をし，プラットフォーム＝場において，さまざまな主体が化学反応を

起こすことで，新たなイノベーションが生まれるとしている。後藤の研究では，農業・食品

産業分野でも，プラットフォームにおけるオープンイノベーションが効果的である事が示
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されているが，課題として，ソーシャルイノベーターの人材育成とプラットフォームの効果

的な設立方法，プラットフォーム活動が活発になる社会のデザインが挙げられている。 

このように，食農分野におけるプラットフォームの有効性に関してはイノベーションを

促進するための協働のつながりの基盤として認識されつつあるものの，研究としては農福

連携の事例分析を行った小柴他（2016）が見られる程度であり，議論の余地が残されてい

る。次節以降では，プラットフォーム設計変数の視点から「食べる通信」と「Ｗ社による地

域連携事業」を詳細に分析し，コト消費に対応する産直ビジネスの構造的な特徴の把握を試

みる。 

 

 

７−３ プラットフォームとしての「食べる通信」 

 

（１）コミュニケーション・パターンの設計 

「食べる通信」において，参加者のコミュニケーションを促進する共通の基盤として機能

したのが情報誌である。購読者は誌面を読むことで，生産者の人間性や生産哲学など，コミ

ュニケーションの基盤となる情報を獲得することができる。そのために，「食べる通信」は

専門性を持つ編集メンバーを集め，質の高い情報誌の制作に注力する一方で，農産物流通の

主従を逆転させることで，生産現場の情報を商品として流通させた。情報誌を読み，自らの

手で食材を調理して食べることで，生産の現場に対する購読者の理解が深まり，主体的に生

産者と交流するような変化が生まれることを期待した仕掛けである。 

その上で，このような交流を促進するために用意されたのが SNS上の会員限定のグルー

プである。生産者と購読者や，購読者同士が双方向に情報交換を行うことのできる場とし

て，各地域の編集部によって運営されている。「食べる通信」の購読者は産地との距離が離

れていることが多く，対面での交流が困難な場合が多いが，この SNSの活用により，オン

ライン上ではあるが生産者と購読者の日常的なやりとりが可能となっている。 

また，各地域によって方法は異なるが，編集部が生産者を都市部に招いて購読者や料理人

と交流するイベントを企画したり，購読者が産地を訪問できるツアーを開催することで，購

読者が生産者と対面で交流するきっかけを提供している。さらに，そこから発展して，購読

者が自発的に生産現場を訪問するような動きも生まれている。 
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（２）役割の設計 

	 農産物の流通に加えて，情報誌と SNSを活用して生産者と消費者の交流を促すのが「食

べる通信」であるが，これをひとつのプラットフォームと捉えると，その運営者は各地域の

編集部である。編集部はプラットフォームの運営者であると同時に参加者でもあり，そのほ

か誌面で特集した生産者や「食べる通信」を購読している全国の購読者，食材と情報誌を購

読者の下へ届ける流通業者，そして，全国の「食べる通信」を統括する一般社団法人日本食

べる通信リーグ（以後，（一社）リーグ）も参加者に含まれる。（一社）リーグは，各地域の

編集部同士をつなぐ役割もあり，プラットフォームの結節点として機能している。 

 

（３）インセンティブ設計 

	 主たる参加者である生産者と購読者にとってのインセンティブを見ていくと，まず生産

者に関しては，編集部が代理人となり食材と情報を流通させることで，生産者は生産に集中

しながら情報発信が可能となる。加えて，食材の提供に対する代金の収受は，購読者から個

別に行われるのではなく編集部が一括して行うため，代金収受に伴う作業が発生しない。こ

れは，生産者が自ら手掛ける通信販売とは大きく異なる点である。また，発送作業や調整作

業も編集部が行うことが多いため，発送に関する負担も小さく，生産者が「食べる通信」で

得るメリットは大きいと言える。一方，購読者にとっては，現地に精通する編集部が選別し

た旬の食材やこだわりの生産者の情報を，都市に居ながらにして定期的に入手することが

可能となり，SNS で生産者と交流できる環境も用意されている。これらは，食に関心の高

い購読者にとっては大きな魅力と考えられる。 

 

（４）信頼形成メカニズムの設計 

	 編集部は必ず発行地域のメンバーを中心に構成されており，現地のネットワークを元に

した情報の収集や発信を継続的に行うことで，購読者に対する情報の精度と信頼度を高め

ている。また，SNSの活用は「食べる通信」の購読が前提となっているため， SNS上のコ

ミュニティのメンバーは基本的に生産者と購読者と編集部に限定されている。このように

会員制のコミュニティという一定の制約を設けることで，生産者と消費者をつなぐという

「食べる通信」の理念に共感したメンバーでコミュニティが形成されることになり，一定の

信頼性が担保されている。 
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（５）参加者の内部変化のマネジメント 

SNS の参加に関しては，当初購読者に限定されていなかったが，主義主張が交錯する一

面が見られたことから，購読者限定という制約を加えることで，円滑なコミュニケーション

が促進されるようになった。一方，熱心な購読者の中からは，ボランティアとして積極的に

イベントの運営に参加する者が現れるなど，購読者から編集部に近い存在へとプラットフ

ォーム内での立場の変化も見られる。編集部はそういった動きに対して一定の役割を与え

ることで，購読者の積極性を承認している。 

 

 

７−４ プラットフォームとしてのＷ社の地域連携事業 

 

（１）コミュニケーション・パターンの設計 

外食企業において最も重要なコミュニケーションの場は店舗である。Ｗ社は，その店舗に

おいて生産者や産地の情報を最大限に伝達できるよう，メニューの開発や内装デザインを

地域の経済団体や行政と連携して行っている。具体的には，メニュー表や店舗の内装に，土

佐清水市の生産者や事業者の写真を多用し，文字通り生産者の顔が見える状況を作り出し

ている。また，接客においても顧客への掛け声などを通じて郷土の文化を伝え，顧客が郷土

の雰囲気を体感できるようにしている。加えて，定期的に生産者を招いた直売会を実施する

ことで，都市部の消費者と土佐清水の生産者が対面で交流をできる機会を用意している。店

舗以外でも情報伝達を積極的に行っており，優良顧客には無料で会員情報誌を発行するこ

とで，店舗だけでは伝えることのできない地域の情報を伝えている。さらに 2017 年には，

会員を対象とした現地ツアーを土佐清水市と共同で企画し，常連客を含む約 20名が参加し

た。このように，Ｗ社は店舗を基点として，多方面から産地と消費地をつなげる試みを行っ

ている。 

 

（２）役割の設計 

Ｗ社は，飲食サービスを提供する店舗のみならず，併設するアンテナショップや会員情報

誌も含めて，生産者と消費者の交流を促すプラットフォームを運営していると言える。主た

る参加者は，店舗を訪れる消費者のほか，調理や飲食サービスを提供するＷ社の店舗スタッ

フ，食材を提供する土佐清水市の生産者や食材開拓等を担う経済団体，広報などで政策的な
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支援を実施する自治体であり，少なくとも 5つの主体がプラットフォームに参加している。 

役割の分担は，仕入，調理，フロアサービス等の飲食店における基幹的な業務と，物件取

得や店舗改修，賃料や光熱費負担などの店舗維持管理はＷ社が担い，店舗で提供する食材や

メニューに関しては，経済団体や生産者らがアイデアを提供し，Ｗ社と共同で企画してい

る。一方，食材の探索に関しては，現地に強力なネットワークを持つ経済団体が中心となり，

行政や生産者らと情報交換をしながら，食材の情報をとりまとめてＷ社に紹介している。 

 

（３）インセンティブ設計 

Ｗ社は，飲食店事業を通じて，生産者と消費者をつなげるというミッションを達成するた

めに，それぞれの主体にこの連携事業に参加するためのインセンティブを用意している。ま

ず，安定的な販路を求める生産者に対しては，都市部の消費者に継続的に新鮮な農水産物を

届ける機会を提供し，行政に対しては，「土佐清水ワールド」という名称のブランドを展開

することで，都市部における認知度向上と情報発信の機会を提供している。また，地域経済

の縮小に課題を抱える経済団体は，この連携によって，事業者の販路拡大に貢献することが

可能である。一方，都市部の消費者にとっては，都会の店舗にておいて稀少な食材を新鮮な

状態で味わうことができるとともに，土佐清水の風景や郷土文化など，非日常的な体験を味

わうことができる。 

 

（４）信頼形成メカニズムの設計 

Ｗ社が自治体と締結した地域連携協定は，土佐清水市の生産者や事業者に対して継続的

な取引に対するコミットメントを示す役割を果たした。また消費者にとっても，この地域連

携協定はシンボルの役割を果たしており，生産者の顔が見える場づくりと合わせて，Ｗ社と

土佐清水市の関係性の強さを示している。またＷ社は，実店舗の開店以降も 2016年 1月か

ら 2018年 6月までの期間に 6回の地元生産者による即売会や観光協会による PRイベント

を実施しており，これらの取り組みも，産地との関係性の強さを示すことで店舗の食材に対

する信頼感を醸成していると考えられる。 

 

（５）参加者の内部変化のマネジメント 

連携事業が継続していく中で，仲介者としてＷ社と土佐清水市の連携を推進，調整してき

た経済団体のスタッフがＷ社に転籍したが，プラットフォームの観点からは，産地と消費地
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のコミュニケーションにおいて重要な役割を果たす仲介者が運営者に内部化されることで，

事業運営上の安定化が図られたと捉えることができる。また，市役所の内部においても，Ｗ

社との情報交換が増えた結果，円滑な情報共有を目的に，各課の情報を横断的にとりまとめ

る人材の配置が行われた。 

 

 

７−５ まとめ 

 

前節までの結果を踏まえて，二事例のプラットフォーム設計上の特徴を比較したのが表

７−２である。消費者からの一定の評価を得て事業展開を続ける両事例が持つプラットフォ

ーム設計の共通性を確認することは，今後の産直ビジネスの事業モデルを考える上で，重要

な指針を与えると考えられる。そこで，両者の比較の中から確認された共通性を 3 つにま

とめて示し，最後に産直ビジネスのプラットフォーム化に関して考察を行う。 

 

１．両事例の共通性 

 

（１）多様なコミュニケーション・パターン 

両事例において，従来の定期宅配や飲食店事業にはなかった情報伝達や交流の経路が確

認された。「食べる通信」においては，情報誌と SNSというメディアを新たな情報経路とし

て取り入れ，Ｗ社の連携事業においては，アンテナショップという店舗内の新たな場のほ

か，内装デザインやメニュー表，サービス提供時の掛け声といった従来からある要素を，重

要な地域情報の伝達経路と意識して有効活用することで，コミュニケーション・パターンを

多様化している。また，産地から離れた消費者に対して，SNS や店頭での即売会のような

双方向の交流の機会を設けることで，情報の交換や体験の共有を促進する努力をしている。

コミュニケーション・パターンを多様化することによって，生産者にとっても，消費者にと

っても，それぞれの希望に応じた交流手段を選択できる幅が広がっている。 

 

（２）インセンティブに基づく適切な役割分担 

「食べる通信」においては，編集部が発送作業の一部を請け負うことで，生産者のプラッ

トフォーム参加への負担を軽減し，一括購入や情報発信のメリットを生産者が充分に享受
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できるようにした。また，Ｗ社の地域連携事業においては，店舗運営の基幹業務はＷ社が担

いつつも，産地の強みを発揮しやすい食材探索を産地の各主体に任せることで，双方の強み

と弱みを補完し合い，各々の主体が連携に参加するインセンティブを作り出した。結果とし

て，双方の事例において，顧客は都市に居ながらにして現地の疑似体験ができるという非日

常的な価値を享受しており，インセンティブに基づく適切な役割分担を行うことで，運営者

は消費者の評価を得て，持続可能なビジネスとして継続することを可能にしている。 

 

（３）信頼醸成による魅力的な場の形成と柔軟な内部変化のマネジメント 

交流を前提とするのではなく，場所や機会を提供し，生産者と消費者の主体性の発揮，す

なわち蓋然性に期待するという点で重要となるのが，場としての信頼感である。「食べる通

信」は会員制の定期購読誌とすることで，参加者間での理念の共有を図り，SNS 上での交

流に対する不安感を低減させている。Ｗ社の連携事業では，地域連携協定を締結すること

で，プラットフォームの各参加者に土佐清水市とＷ社の関係性の強さを示し，生産者，消費

者の双方に，安心感を付与している。参加者が自発的に他者と交流するためには，こういっ

た仕掛けによりプラットフォーム内の信頼感を醸成し，魅力的な場を形成することが重要

であったと考えられる。また，事業が継続し，プラットフォームの参加者が増える過程では

表７−２ プラットフォームの主要変数の比較 

 
資料：聞き取り調査を基に筆者作成 

ï�%Þc ôÀ�x]¯ª��ß�U¦

O1FI<0P2JN�{¼'�_�%�|Ô O¶·Ê�ì!î ó·y��k'[
%fÐ

O¶·Ê�ÚÕÊ�n�s�V'a�SNS OÆ°w^!Ï��ß����H<IPçº

O¶·Ê��V+CN;!´y9)P OdÎí�s�óyz�|'[
%Zt�|Ô'å�

OSNSR�!$�$�#¬¶��Ìº»�·yÒu OôÀ�·y�ß��"%´y9)P'Y¸

OávÊ�ryz�Èêã OávÊ�ôÀ

OT�%miÊ�¶·Ê!ÚÕÊ

OÈêã�BK8;@,PG�miÊ� �%

OñQÀòLP/�óryz�ÇÂ²��� ©Ë O�|��Ï�»���'���%Ì«^ miÊ

O¶·Ê�¶·�êS���#�|ºc�qË O¶·Ê���»�ØÛ�ç�

OÈêã�¥j!Xæop'�	���"%×�Ý± OÏ��óL4.���ä�ã���|ºcOV�²

OôÀ�Ï���ß��"$cë�¾b

Oí��óä�����#���´y�¹\^ð

OÈêã�´y�HN>P�§� Oyz��1F8;HN;'¿�yzß�l�

OSNS��mi�ÚÕ�g� O®ÙÊ�����2NDM���©Ë

Oµ��e���HN>P�"%1FI<:*�� O·y��è`���'¿�½}Z���

OSNS/MPB��mi'ÚÕÊé��~¡ Oß��à��� �Æ°w^�478@�ôÀ�ÜÃ

OÚÕÊ�+CN;áv�©Z'�_ O���f�rÖ'¨�»�¤�%Wt'���åÉ

�1FI<0P

2JNO?7P

N�ÓÑ

��h�ÓÑ

�+N6N:*

A�ÓÑ

�cë��H-

<5G�ÓÑ

�fã~k�E

=3HN;

OmiÊ�®ÙÊó�Íáv'�	ôÀ�478@ó

�¶·Ê!yz�ï£�ÅÁ'�	Æ°w^

OÚÕÊ�óyz�ÄÞ�%Èêã�â(���&$

��ï£����|'�¢»�³�



 98 

主体間の関係性に変化が起こりやすいが，両事例においては，その際にも場としての信頼感

を維持するために内部で柔軟な対応を適宜行っている。 

 

２．産直ビジネスのプラットフォーム化 

 

以上のように，二つの事例は形態としては大きく異なるものの，第一の事例である「食べ

る通信」は，情報誌によって生産者と食材に関する詳細な情報を提供し，SNS や対面での

イベントを企画することで生産者と消費者の交流を促しており，従来の定期宅配に情報誌

と SNS という新たなメディアを加えることで，農産物とともに「コト」を提供している。

第二の事例であるW社は，自治体と地域連携協定を締結し，産地との連携を深めることで

消費者に郷土ならではの料理と体験を提供しており，店舗という従来的な場所を活用しな

がら，そこに「コト」が付加された商品やサービスを提供していると考えられる。 

つまり，「食べる通信」は定期宅配にメディア機能を付加することで，Ｗ社は産地との連

携により店舗にアンテナショップ機能を付加することで，「コト」を提供し，生産者と消費

者の交流を促すプラットフォームとしての機能を備えるようになったこと，すなわちプラ

ットフォーム化したという解釈を与えることができる。両事例は生産者と消費者の交流を

取引の前提とするのではなく，事業を巧みに設計することで生産者と消費者の交流の場を

提供するという点において，新たな産直ビジネスのあり方を提示している。これらのビジネ

スの登場は，モノの交換だけではなく，それに付随する情報や体験に価値を求める消費者の

ニーズに対応しようとするものであり，産直ビジネスの新たな形態として，今後さらに広が

る可能性を持っている。 

「食べる通信」もＷ社の地域連携事業も，従来からある事業に交流の場を提供する機能を

付加することでプラットフォーム化したと捉えると，定期宅配や飲食店とは異なる業態に

おいてもプラットフォーム化の余地は残されており，上述の 3 点は設計上の要点として活

用できよう。なお，本研究では，二つの特徴的な事例を取り上げているが，これらの産直ビ

ジネス全体の中での位置付けは十分ではない。もちろん全ての産直ビジネスがプラットフ

ォーム化するわけではなく，多様化と理解する方が妥当であろう。最終章では，以上の結果

をもとに，産直ビジネスのプラットフォーム化の意義や位置付けについて考察する。 
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第８章 

 

 

産直ビジネスのプラットフォーム化の現代的意義と展望 
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８−１ 本研究を通して得られた知見 

 

１．本研究の立脚点 

 

食と農の乖離という課題に対して半世紀あまり前に登場した産直ビジネスは，社会イン

フラの発達や個人のライフスタイルの変化に合わせて，各時代の消費者ニーズに対応しな

がらさまざまな形態の活動を展開してきた。一方，昨今の消費においては，単にモノを消費

するだけでなく「コト」を重視する傾向が見られており，食料消費においても農産物の物質

的な価値のみならず，それに付随する文脈に価値を見出す消費の質の変化が見られている。

それゆえ，食品産業事業者も「コト消費」への対応が求められており，今後は農業生産への

実感や生産者への共感を抱かせるような消費の環境づくりが重要となっている。とりわけ，

市場流通では困難な取引への対応によって発展してきた産直ビジネスに寄せられる期待は

大きい。そのような中で，情報や体験の共有を通して生産者と消費者がつながる場所や機会

（コト）を提供しながら，商取引を行う新たな産直ビジネスが登場し，消費者の支持を集め

つつある。 

本研究の目的は，この消費者ニーズの変化を受け，昨今の産直ビジネスにどのような構造

的な変化が見られるのかを明らかにすることである。この目的を達成するために，本研究に

おいては「コト消費」に対応する事業モデルを構築し，近年消費者からの支持を集めている

二つの先進的な事例を取り上げ，その事業モデルや運営の実態，展開の要点を分析した。 

第一の事例が，第 3章，第 4章で取り上げた「食べる通信」であり，第二の事例が，第 5

章，第 6章で取り上げた「Ｗ社の地域連携による飲食店事業」である。両事例ともに外形的

には従来のサービスと似た形態でありながら，生産者と消費者をつなぐという理念の実現

のために，「コト消費」に対応する新たな事業モデルを構築し，消費者からの支持を集めて

いる点では共通している。よって，これらの事例の共通性を抽出することで，構造的な変化

を確認できると考えた。 

具体的には，以下の 3つの研究課題の解明に取り組んだ。一つ目は，多様な主体と連携し

ながら全国的に展開することを可能とした事業モデルの特性と要点を明らかにすることで

ある。この課題に対しては第 3 章と第 5 章で取り組んだ。二つ目は，具体的な運営の仕組

みや生産者と消費者の関係性の実態を明らかにすることであり，第 4 章と第 6 章がそれに

対応した章である。その結果を踏まえ，三つ目には消費の質の変化に対応した産直ビジネス
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として，両事例がどのような共通性を持つのかを第 7章において明らかにした。その際，多

様な主体が協働する際のコミュニケーションの基盤としてのプラットフォーム概念に着目

し，各々の事例がどのように設計されているかを詳しく分析した。そして，これらの研究課

題の解明を通して，先進的な産直ビジネスに見られる構造的な変化についての考察へとつ

なげ，本章において現代的な産直ビジネスが社会に与える意義と展望を論じる。 

 

２．本研究で得られた知見 

 

	 3つの研究課題に対して，本研究から得られた知見を整理すると以下の通りである。 

 

（１）地域性を発揮するための役割分担とノウハウ共有 

双方の事例ともに複数の地域へと展開しているが，その要点を考察すると，事業モデルの

中に多様な主体の参加と地域性の発揮を促すための各種の工夫が確認された。「食べる通信」

の場合，情報誌と食材をセットにするなどの基本コンセプトは統一されているが，価格や発

行頻度のほか日常的な業務に関しては各編集部の主体性と自主性に任されており，地域の

実情に合わせた運営が可能となっている。Ｗ社の地域連携による飲食店事業においては，コ

ミュニケーションハブとなるコーディネーターを中心に，Ｗ社と産地の各主体のそれぞれ

の強みを生かす適切な役割分担が行われた。このとき重要だったのは，連携の核となる編集

長やコーディネーターに関して，職種や所属に固執せず，「生産者と消費者をつなぐ」とい

う理念への共感を重視したことであった。その結果，産地との強い関係性や充実したネット

ワークを有する多様な人材の参加が促され，各地への展開が促進された。 

また，両事例ともに事業参加へのリスクを軽減する仕組みも用意されている。「食べる通

信」では，統括組織である（一社）リーグが運営の基盤となる決済システムを提供し，さら

に各地の運営ノウハウを共有することで，後発団体の参加の障壁を下げている。また，Ｗ社

の連携事業においては，期間限定のフェアをテストマーケティングの機会として積極的に

活用することで，都市部の需要を把握し，実店舗開設の判断やメニュー開発につなげてい

る。 

 

（２）「コト」を提供するための新たな事業モデルの構築 

続いて，具体的な運営の仕組みであるが，調査対象として取り上げた二つの先進事例は，
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モノとカネの効率的な交換を主眼としたこれまでの産直ビジネスとは異なり，消費の質の

変化に対応して，情報や体験の共有といった「コト」の提供を重視している点が大きな特徴

である。具体的には，「食べる通信」は，従来の農産物の定期宅配におけるモノと情報の主

従を逆転させるという発想の転換によって，生産現場の情報を商品化するとともに，ビジネ

スとして持続可能な事業モデルを構築した。加えて，SNS によって生産者と消費者が継続

的に交流できる仕組みを整え，対面での交流が可能なイベントやツアーを企画することで，

情報や体験の共有を求める消費者に対してさらに「コト」を提供した。 

一方，Ｗ社の地域連携事業においては，内装デザインやメニュー表といった従来からある

要素を地域情報の伝達手段として有効に活用することに加え，物販スペースを店舗内に新

たに設置し，生産者即売会を定期的に開催することで，店舗全体を通して情報や体験を共有

する機会を提供した。この事業モデルを支えたのが，前項でも指摘した，コーディネーター

を中心とした関係主体間での役割分担や需給のミスマッチを吸収するＷ社の出店方法であ

り，物流面での政策的な支援が供給体制を補強した。これらの連携が有効に機能した結果，

消費者は，都市に居ながらにして郷土の追体験という「コト」を消費することが可能となっ

た。 

 

（３）プラットフォームとして機能するための共通要素 

さらに 2つの事例を，生産者と消費者の交流を促進するプラットフォームとして，5つの

設計変数から分析すると，まず従来の定期宅配や郷土料理店にはない情報の伝達経路や交

流の機会が確認された。「食べる通信」は，情報誌と SNSというメディアを新たな情報経路

として取り入れ，Ｗ社の地域連携事業においては，店舗内のアンテナショップという新たな

場のほか，メニュー表やサービス提供時の掛け声という従来からある要素を地域情報の重

要な伝達経路として意識的に活用することで，コミュニケーション・パターンを多様化させ

ている。また，産地から離れた消費者に対しては，SNS や店頭での即売会のような双方向

の交流の機会を設けることで，「コト」を提供する努力をしている。 

役割分担の点では，「食べる通信」においては，編集部が発送作業の一部を請け負うこと

で，生産者の負担を軽減し，一括購入や情報発信のメリットを生産者が充分に享受できるよ

うにした。また，Ｗ社の地域連携事業においては，飲食店としての基幹業務をＷ社が担いつ

つも，バイヤー機能を産地の各主体に一任することで，双方の強みと弱みを補完し合い，

各々の主体が連携に参加するインセンティブを作り出した。 
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加えて，場としての信頼感を醸成するために，「食べる通信」は会員制にすることで参加

者間での理念の共有を図り，Ｗ社の連携事業では，地域連携協定を締結することで，生産者

と消費者の双方にコミットメントを示した。 

 

以上のように，「食べる通信」は従来の定期宅配にメディア機能（情報誌と SNS）を付加

し，Ｗ社の連携事業は従来の店舗にアンテナショップとしての機能を付加することで，消費

者に「コト」を提供していることが明らかとなった。一見すると，今日の産直ビジネスは，

「生産者と消費者がつながる」ことを前提とした事業から，「生産者と消費者がつながる場

を提供する」事業へと形態を変え，コト消費を求める消費者に対応しているように見受けら

れる。しかしながら，実態としては，全く新しい事業モデルを構築しているわけではなく，

図８−１に示すように，従来からあるサービスに，生産者と消費者の交流を促進する機会や

場，すなわちプラットフォーム機能を付加することで，モノの交換だけではなく，それに付

 

図８−１ 産直ビジネスのプラットフォーム化 
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随する情報や体験（コト）に価値を求める消費者のニーズに対応している。この交流を促進

する機会や場を付加する様子をプラットフォーム化と考えることができる。 

 

 

８−２ 産直ビジネスのプラットフォーム化の現代的意義と展望 

 

では，こういったプラットフォーム化はどのような意義を持つのであろうか。本研究のま

とめとして，本節ではこの点について論ずる。 

まず，産直ビジネスのプラットフォーム化が持つ社会的意義は，生産者と消費者の交流を

取引の前提とするのではなく，事業を巧みに設計することで生産者と消費者が交流する機

会を提供したという点において，「コト消費」に対応する新たな産直ビジネスのあり方を提

示したことにある。第 2章で示したように，従来の産直ビジネスの課題は，当初産消の距離

が近接する中でヒトの交流を重視しながら登場した各種の取り組みが，事業規模が拡大す

るに連れて，産消の遠隔化や職員の専従化によって，交流が困難になる点にあった。これは

図８−２において，第 2象限で登場した地域生協や農産物直売所が，第 4象限や第 3象限へ

と移動する様子として表現できる。しかしながら，本研究で取り上げた二つの事例は，情報

技術や物流インフラの発達を積極的に活用することで，新たな事業モデルを構築し，遠隔地

においても産直ビジネスが本来重要視していたヒトの交流を蓋然的に生み出そうとしてい

 

図８−２ 新たな産直ビジネスの可能性 
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る。この点において従来の産直ビジネスとは異なる取り組みと言え，これまで不可能とされ

た第 1象限での産直ビジネスの可能性を示した点において，大きな社会的意義を持つ。 

また，この領域で産直ビジネスが成立がするということは，生産者がこれまで困難であっ

た都市部での情報発信や販路開拓，遠隔地の消費者との交流がプラットフォーム機能を通

して可能となったことを意味している。つまり，人的な関係性を基盤とした取引を期待でき

る範囲が拡大した点に，生産者にとっての意義を見出すことができる。 

さらに，かつての「産地直結」の産直ビジネスでは，援農が前提とされ，共同購入が取引

の条件であったため，人的な交流における消費者の負担が大きかったが，その点，本研究に

おけるプラットフォームは，蓋然的な交流を期待するものであり，生産者との交流に関して

消費者に選択の余地が生まれた。よって，自身の生活や志向に合わせた購買活動の中で，希

望をすれば主体的に産地や生産者との関係性を構築することが可能となっている。ここに，

産直ビジネスのプラットフォーム化の消費者にとっての意義がある。 

これらの産直ビジネスは，従来からあるサービスに，生産者と消費者が交流する機会や場

を付加したものである。それゆえ，定期宅配や飲食店以外でも，多くの事業体にプラットフ

ォーム化の可能性は開かれている。さらなる情報技術の進歩や社会インフラの発展によっ

て，他の業態においてもプラットフォーム化が実現される可能性は十分にある。その結果，

情報や体験の共有を通じた生産者と消費者の交流が増加すれば，農林水産業の価値の見直

しへとも発展しよう。産直ビジネスのさらなる発展への期待は大きい。 

 

 

８−３ 残された課題 

 

本研究における課題としては，まず対象の限定性が挙げられる。本研究では，「コト消費」

に対応する先進的な産直ビジネスとして，対象事例に「食べる通信」と「Ｗ社の地域連携事

業」を取り上げた。両事例からは，生産者と消費者の交流を促進する機会や場（プラットフ

ォーム機能）を付加することで，モノの交換だけではなく，それに付随する情報や体験とい

った「コト」を提供している点が，双方の事業モデルに共通する要素として確認された。実

際，これらの事例以外でも，生産者による産直通販や農産物オーナー制度などにおいて，情

報や体験を価値として強調するビジネスが登場しており，同じような動向にあると考える

ことができる。しかしながら，当然プラットフォーム化をしていない産直ビジネスも多々あ
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り，全ての産直ビジネスがプラットフォーム化をするわけではなく，産直ビジネスの多様化

の進展と認識できる。そういった点では，本研究で得られた知見がどの範囲まで適用可能

か，対象の限定性に課題が残る。 

2 つ目は，プラットフォーム化事例の産直全体における経済的なインパクトの評価であ

る。前節で論じたように，プラットフォーム機能を付加した産直ビジネスは，新たな領域を

開拓した点において社会的な意義を持つ。しかしながら，１つ目の課題で述べたように，こ

のプラットフォーム化が産直ビジネスの一部に見られる動きだとするならば，それらは経

済的にどれほどのインパクトを及ぼすものとなるのか，追加の調査が必要である。 

3つ目は，具体的な調査対象者の問題である。本研究では，産直ビジネスの事業運営者を

中心に，Ｗ社の地域連携事業においては，一部，生産者への聞き取り調査も実施したが，そ

の数は限定されており，消費者を対象とした調査は実施できていない。産直ビジネスがプラ

ットフォーム化することで，生産者や消費者にどのようなメリットやデメリットがあり，両

者がプラットフォーム化をどう評価しているのか，より詳細に分析する必要がある。 
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生涯を共にし，心豊かな人生を築く中で，少しずつ恩返ししていきたい。この論文は，その

妻と，いつも未来への希望を感じさせてくれる長男の遼和，そしてまもなくわが家に加わる

新しい家族に捧げたい。 

博士論文を執筆する過程において，遅まきながら研究に対する意志が生まれた。今後は，

ビジネスと研究の両面から，食と農における地域と社会の課題解決に貢献できるよう，事業

家としての矜持を持ちながら，一人の研究者として新たなスタートを切りたい。これからの

人生を，心を燃やし生きていくことをここに誓い，筆を置く。 
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